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ご遺族の方へ

ご家族、ご親族のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。
つくば市では、市役所を中心とした諸手続きについて、わかりやすく進めていただけるように
ハンドブックを作成いたしました。
少しでもご遺族の皆様のお役に立てば幸いです。

つくば市

※�亡くなった方の住民票がつくば市にあった場合のご案内となります。該当しない場合は亡く
なった方の住民票があった市区町村にお問い合わせください。
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身近な人が亡くなった後の手続きなどの一般的な流れ（目安）

○葬儀・法要の連絡・調整
○通夜・葬儀・告別式
○初七日

○死亡届

○健康保険・世帯主変更

○四十九日 ○年金関係の手続き
○公共料金などの手続き
　（38 ページ参照）

○遺言書の調査・遺言書の検認
○相続人の調査・確定
○相続財産の調査
○相続放棄・限定承認

○所得税の準確定申告
　（41 ページ参照）

○遺産分割協議
　（41 ページ参照）

○払戻・解約・名義変更など

○相続税の申告・納付
　（41 ページ参照）

○相続税の延納・物納の申請

○一周忌 ○遺留分侵害額請求

葬儀・法要 届出・手続き 税金

３
ヶ
月
以
内

４
ヶ
月
以
内

１
年
以
内

　

ヶ
月
以
内

10

　

週
間
以
内

1

　

日
以
内

14

（41 ページ参照）

つくば市で必要な手続きについては９ページから、窓口・お問合せ先と併せて掲載していますので、

ご確認ください。
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a. 本人確認書類について
□  １点で本人確認できる書類（顔写真付きに限る） 
運転免許証、運転経歴証明書（平成 24 年４月１日以降のもの）、パスポート、マイナ
ンバーカード、身体障害者手帳・療育手帳、在留カード、特別永住者証明書　など

□  ２点で本人確認できる書類 
資格確認書、各種年金証書、学生証　など

※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。　

b. 手続き場所

◆つくば市役所本庁舎（各担当課の窓口）
　（月）～（金）８時 45 分 ～ 16 時 30 分　祝日及び年末年始を除く。
　※�手続きによっては、一度で終わらないものや市役所外での手続きが必要なものもありま
す。予めご了承ください。

▼「� 　 窓口センター可」の表示がある手続きは窓口センターでも行うことができます。

・筑波・大穂・豊里・桜・谷田部・茎崎窓口センター
　（月）～（金）８時 45 分�～ 16 時 30 分　祝日及び年末年始を除く。

・つくば駅前市民窓口センター
　（火）～（土）10 時 00 分�～ 18 時 30 分　祝日及び年末年始を除く。

※�「�　　　窓口センター 可」の表示がある手続きであっても、内容によっては窓口センターで手続
きが完了しない場合があります。

※�つくば駅前市民窓口センターでは、（火）～（金）の16 時 30 分以降及び（土）は一部受
付できない業務があります。

▼「� 　

※�「�　　　

STEP11

STEP33

手続きの確認 「死亡に伴う各種手続きチェックリスト」（P.6~P.8）を
ご覧ください。

「本人確認書類」と必要なものをご用意いただき、
お手続きください。お手続きください。

STEP22 持ち物の確認

「死亡に伴う各種手続きチェックリスト」の手続きの詳細
ページを確認し、必要なものをご確認ください。

※手続きによっては委任状が必要な場合があります。
　ご不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。

市役所における手続きの流れ

つくば市役所で必要な各種手続きについてご案内します。まずはこちらをご覧いただき、事前
準備をお願いします。
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ｄ . 来庁時の持ち物について
「死亡に伴う各種手続きチェックリスト」（P.6 ～ P.8）で必要な手続きをご確認の上、詳細

ページに記載されているもの�と「本人確認書類」をお持ちください。

※�委任状が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

※�亡くなった方と同じ世帯に国民健康保険加入者がいる場合は手続きが必要になることが
ありますので、全員分の資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちください。

▼持ち物の一例（参考）
【ご遺族の持ち物】
　□�来庁される方の本人確認書類

　□�喪主、年金請求者、相続人代表者等の口座情報がわかるもの（通帳等）

【亡くなった方の持ち物】
　□�基礎年金番号がわかるもの（年金手帳、年金証書、年金振込通知書など）

　□��国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、後期高齢者医療資格確認書、
各種認定証（限度額適用認定証、特定疾病療養受療証など）

　□�葬祭費請求関係書類　

　　�・亡くなった方が国民健康保険加入者の場合・・・・・・・・P.10 参照

　　�・亡くなった方が後期高齢者医療保険制度加入者の場合・・・P.11 参照

　□�介護保険被保険者証

　□�印鑑登録証（カード）

　□�医療福祉費受給者証（マル福）

　□�身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、自立支援医療受給者証

c. おくやみ窓口
つくば市ではお手続きのサポートのため「おくやみ窓口」を設置しておりますので、お気軽
にお電話ください。

ご相談・ご予約  ☎029-883-1111（代）ご相談・ご予約  ☎029-883-1111（代）　平日８時45分～16時30分
（電話口で「おくやみ窓口」とお伝えください。）

電話での
ご相談

手続きについて
ご案内いたしま
す。

郵送での手続き
「各種手続き詳細ページ」に
「 郵送 可 」の表示がある
場合は、郵送でのお手続きが
可能です。ご希望の場合は該
当するお手続きの担当課（お
問合せ先）にお電話ください。

おくやみ窓口での手続き
主な手続きを１つの窓口でま
とめて行うことができます。
事前予約が必要です。

手続き場所：市役所本庁舎

市役所における手続きの流れ
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◇住民票（除票）・戸籍謄本等の交付請求について
手続きの際、住民票（除票）や戸籍謄本等が必要となる場合があります。
　・住民票（除票）の請求先：亡くなった方の住所地の市区町村
　 ・戸籍謄本等の請求先 ：亡くなった方の本籍地の市区町村
　　※�戸籍謄本等が最寄りの市区町村で取得できる場合があります（戸籍証明書等の広域交付）。

詳細についてはつくば市ホームページをご覧ください。

死亡届後、亡くなった方の証明書が発行できるまでには時間がかかる場合があります。

▼死亡届後、亡くなった方の証明書が発行できるまでの期間（目安）
証明書 期間（目安）

住民票（除票）
※�亡くなった方のマイナン
バーは記載できません

亡くなった方の住所がつくば市
で、死亡届をつくば市に提出 即日（休日に提出→翌開庁日）

上記以外 ３週間程度

戸籍謄本等
亡くなった方の本籍がつくば市
で、死亡届をつくば市に提出 ３週間程度

上記以外 ３～４週間程度

 ▼亡くなった方の証明書を取得できる方
証明書 取得できる方（取得の際は本人確認書類が必要です）

住民票（除票）
・同一世帯の方
・利害関係人※

戸籍謄本等
・配偶者・直系血族（父母や子、孫など）
・亡くなった方と同一戸籍に記載されている方
・利害関係人※

上記の方以外は、別途書類の提出が必要な場合、または取得できない場合があります。
※ �利害関係人とは、自己の権利行使や義務履行のために必要な方や、官公庁へ提出が必要な方
のことです。利害関係人であることを示す資料の提示が必要な場合があります。

◇死亡届の提出について

・�死亡届を提出したかどうかわからないときは、死亡届を預けた代理人の方（葬祭業者等）に
お問い合わせください。火葬には死亡届を提出し火葬許可証を取得する必要がありますので、
火葬がお済みの方については原則死亡届は提出されています。

・�死亡届の他に戸籍の除籍や住民票の除票等の手続きは必要ありません。

・�年金・保険金請求の際の添付書類として死亡届記載事項証明書（死亡届の写し）を請求する
場合、法令等で提出が義務付けられているとき以外は交付できませんのでご注意ください。
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◆よくある手続き◆

死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

その他の手続き　下記に該当する方はそれぞれお手続きください

区分 該当者 ✓ 手続き 担当課 詳細
ページ

住
民
登
録

1
マイナンバーカード・個人番号通知カー
ド・住民基本台帳カードを持っていた □ カードの返却

市民窓口課 P9
2 印鑑登録をしていた □ 印鑑登録証（カード）の返却

または破棄
3 世帯主であった □ 世帯主変更届の提出

保
険

4 国民健康保険に加入していた
□ 資格確認書または資格情報のお
知らせの返却 国民健康

保険課
P10□ 葬祭費の申請

□ 高額療養費の申立て申請

5 後期高齢者医療制度に加入していた
□ 資格確認書の返却

医療年金課 P11□ 葬祭費の申請

□ 高額療養費等の給付受領申請

6 介護保険に加入していた
または介護認定を受けていた

□
介護保険被保険者証・介護保険
負担割合証・介護保険負担限度
額認定証の返却 介護保険課 P12

□ 介護保険料の精算

年
金

7 国民年金に加入または受給していた

□ 未支給年金の手続き

医療年金課

P13
□ 死亡一時金の手続き

□ 遺族基礎年金の手続き
P14

□ 寡婦年金の手続き

8 厚生年金に加入または受給していた □ 必要な手続きの確認
土浦年金
事務所

P169 共済年金に加入または受給していた □ 必要な手続きの確認 各共済組合

10 農業者年金に加入または受給していた □ 死亡関係届出書の提出
農業委員会
事務局

□

区分 該当者 ✓ 手続き 担当課 詳細
ページ

税 

金

11 税金を納めていた
□ 納付に係る手続き

市税総合窓口

P17□ 口座振替停止の手続き

12
住民税（市民税・県民税・森林環境税）
が課税されていた □ 相続人代表者指定届の提出

13 つくば市内に固定資産を持っていた □ 相続人代表者指定（変更）届の提出 P18

14 原動機付自転車（125cc 以下）・小型特
殊自動車を所有していた

□ 廃車の手続き
P19

□ 相続人への名義変更

□
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 該当者 ✓ 手続き 担当課 詳細
ページ

上
下
水
道

15 上下水道を使用していた □ 名義変更または使用中止等の手続き
水道お客様
センター

P2016 水道料金の福祉減免を受けていた □ 福祉減免理由喪失手続き

17 下水道事業受益者負担金を納付中であった □ 受益者変更届の提出 上下水道業
務課

福
祉
（
障
害
）

18
身体障害者手帳、精神障
害者保健福祉手帳、療育
手帳を交付されていた

□ 手帳の返還

障害福祉課

P21

19
障害児福祉手当または特
別障害者手当を受給して
いた

□ 資格喪失届の提出
（未払い分がある場合は未支払手当請求書の提出）

20 特別児童扶養手当を受給していた

□
【保護者が亡くなった場合】
受給者死亡届の提出（未払い分がある場合は未払
手当等請求書の提出、受給資格が継続する場合は
認定請求書の提出）

P22
□【児童が亡くなった場合】資格喪失届（または額改定届）の提出

21 在宅障害児福祉手当を受給していた □ 資格喪失または受給者の変更

22 難病患者福祉金を受給していた □ 受給資格者異動（消滅）届の提出
P23

23 自立支援医療受給者証を利用していた □ 自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・育
成医療）の返却

24 知的障害者紙おむつ購入費助成券を利用していた □ 未使用分の助成券の返却
P24

25 補装具または日常生活用具の申請をしていた □ 支給申請の取り下げ

26
心身障害者扶養共済制度
の年金を利用していた（扶
養年金）

□【掛金を支払っていた方が亡くなった場合】死亡・重度障害届出書、年金支給請求書の提出

障害者地域
支援室 P25□【年金を受給予定していた方が亡くなった場合】死亡・重度障害届出書、弔慰金請求書の提出

□【年金を受給していた方が亡くなった場合】死亡・重度障害届出書の提出

27 重度心身障害者等マル福の助成を受けていた □ マル福受給者証の返却 医療年金課

P2628 障害者福祉タクシー券を利用していた □ 未使用分のタクシー券の返却

障害者地域
支援室29 有料道路通行料金の割引を受けていた □ ＥＴＣ利用登録の削除

30 障害者特別駐車券を利用していた □ 駐車券の返却 P27

□
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死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）

区分 該当者 ✓ 手続き 担当課 詳細
ページ

福
祉
（
障
害
）

31
いばらき身障者等用駐車場利用証を利
用していた □ 利用証の返却 障害者地域

支援室
P27

32 障害児通所支援を利用していた □ 通所受給者証の通所給付決定保護
者の変更または返却

障害福祉課
33 障害福祉サービスを利用していた □ 受給者証の返却

P28
34
サービス（移動支援・日中一時預かり・
重度身体障害者訪問入浴）を利用して
いた

□ 各種サービス受給者証の支給決定保
護者の変更または返却

子
ど
も

35
亡くなった方に高校生年代までのお子
様がいる

□ ①児童扶養手当
②ひとり親家庭等児童福祉金の申請

こども
政策課

P29□ ひとり親家庭マル福の申請 医療年金課

36 児童手当を受給していた □ 受給者変更手続き

こども
政策課

37 児童扶養手当を受給していた □ 未払い分の受給手続き

P30
38
ひとり親家庭等児童福祉金を受給して
いた □ 未払い分の受給の手続き

39
小児マル福またはひとり親家庭マル福
の助成を受けていた □ マル福受給者証の返却 医療年金課

40 養育医療券を交付されていた □ 養育医療券の破棄 健康増進課

P3141 児童クラブを利用していた □ 公営児童クラブへの届出 こども育成課

42 認可保育所に入所していた □ 認可保育所等の利用に関する手続き 幼児保育課

高
齢
者

43 在宅高齢者福祉助成券を利用していた □ 助成券の返却
高齢福祉課 P32

44
いばらき身障者等用駐車場利用証を利
用していた □ 利用証の返却

45
つくば市高齢者運賃割引証を利用して
いた □ 割引証の返却

総合交通政
策課 P33

46 緊急通報システム装置を借りていた □ 装置の返却 高齢福祉課

そ
の
他
の
手
続
き

47 家財整理をしたい □ つくばサステナスクエア（クリーンセ
ンター）へのごみの搬入

サステナスク
エア管理課 P34

48 道路を占用していた □ 占用許可の廃止または変更手続き
道路管理課

49 河川用地または水路用地を占用していた □ 占用許可の廃止または変更手続き
P35

50
市と土地（下水道施設用地）の賃貸借
契約をしていた □ 相続人代表者指定（変更）届の提出

下水道総務
課

51 犬を飼っていた □ 登録事項変更手続き 環境保全課
P36

52 農地の相続がある □ 登録事項変更手続き
農業委員会
事務局

53 農地中間管理事業の利用者であった □ 名義変更の届出 農業政策課
P37

54 森林所有者であった □ 所有者変更の届出
鳥 獣 対 策・
森林保全室

□
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住民登録に関する手続き よくある手続き

手続き詳細 期　限

住民基本台帳カードはご返納ください。マイナンバーカードまたは個人番
号通知カードについては返納義務はありませんが、返納可能です。返納時
に窓口に来た方の本人確認をさせていただき、返納届を添えてご返納いた
だきます。

※�亡くなった方のマイナンバーは、マイナンバーカード返納後確認してい
ただくことができなくなりますのでご注意ください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方のマイナンバーカード、個人番号通知カード
□ 亡くなった方の住民基本台帳カード

市民窓口課 ㉚番窓口
☎ 029-883-1111

手続き詳細 期　限

世帯主が亡くなったあと同じ世帯に 15 歳以上の方が２名以上残る場
合は、死亡日から 14 日以内に世帯主変更届が必要です。

※�つくば市への死亡届出時に新世帯主を申し出ている場合は不要で
す。

亡くなった日から14日以内

手続き可能な人

亡くなった方と同世帯の方

必要なもの お問合せ先

□ 委任状（別世帯の方が手続きする場合） 市民窓口課 ⑰～⑳番窓口
☎ 029-883-1111

カードの返却 窓口センター可手続き

世帯主変更届の提出 窓口センター可手続き

1. マイナンバーカード・個人番号通知カード・住民基本台帳カードを持っていた 

手続き詳細 期　限

亡くなった方が印鑑登録をしていた場合、その方の印鑑登録は抹消さ
れますので、印鑑登録証（カード）は返却または破棄してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の印鑑登録証（カード） 市民窓口課 ㉑番窓口
☎ 029-883-1111

印鑑登録証（カード）の返却または破棄 窓口センター可手続き

2. 印鑑登録をしていた 

3. 世帯主であった
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保険に関する手続き よくある手続き

4. 国民健康保険に加入していた 

資格確認書または資格情報のお知らせの返却
窓口センター可 郵送 可

手続き①

高額療養費の申立て申請 窓口センター可 郵送 可手続き③

手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなった場合は、不正使用等を防ぐために資格
確認書または資格情報のお知らせを回収します。

※�市役所本庁舎または各窓口センターに返却が難しい場合は、
はさみ等で細かくしてから処分してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の国民健康保険資格確認書または資格情
報のお知らせ

国民健康保険課 ⑦⑧⑨番窓口

☎ 029-883-1111

葬祭費の申請 窓口センター可 郵送 可手続き②
手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなった場合は、葬祭を行った喪主に葬祭費
（50,000 円）が支給されます。

電子申請を希望される場合は、お問合せ先下の二次元コード
をご利用ください。

葬祭を行った日の翌日から２年間
手続き可能な人

喪主

必要なもの お問合せ先

□ 喪主の通帳等、振込先のわかるもの
□ 喪主・亡くなった方・葬祭日がわかる書類（会葬礼状

など）
□ 喪主以外の口座に振り込みを希望するまたは喪主以外

が申請する場合：喪主からの委任状、その方の通帳等
振込先のわかるもの

国民健康保険課 ⑦⑧⑨番窓口

☎ 029-883-1111

電子申請用
二次元コード

手続き詳細 期　限

被保険者が高額療養費の支給決定前や振込前に亡くなり、支
給ができなくなった場合に申立て申請ができます。

該当する方のみ後日申立書をお送りします。

申立書が到達した日の翌日から２
年間
手続き可能な人

相続人
必要なもの お問合せ先

□ 印鑑（相続人のもの）
□ 相続人の通帳等、振込先のわかるもの
□ 相続関係を証明する書類

国民健康保険課 ⑦⑧⑨番窓口

☎ 029-883-1111
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保険に関する手続き よくある手続き

5. 後期高齢者医療制度に加入していた 

資格確認書の返却 窓口センター可 郵送 可手続き①
手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなった場合は、不正使用等を防ぐために資格確認書
を回収します。

※�市役所本庁舎または各窓口センターに返却が難しい場合は、はさ
み等で細かくしてから処分してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の後期高齢者医療資格確認書 医療年金課 ⑤番窓口（後期）

☎ 029-883-1111

高額療養費等の給付受領申請 窓口センター可 郵送 可手続き③

葬祭費の申請 窓口センター可 郵送 可手続き②
手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなった場合は、葬祭を行った喪主に葬祭費（50,000 円）が支
給されます。

郵送での申請を希望される場合は、申請書等をお送りいたしますので、ご連
絡ください。

葬祭を行った日の
翌日から２年間

手続き可能な人

喪主

必要なもの お問合せ先

□ 喪主の通帳等、振込先のわかるもの
□ 葬祭執行を証明する書類（会葬礼状 ･ 葬祭領収書・埋葬許可証）
　※死亡診断書・葬儀の日程表では申請ができません。
□喪主以外の口座に振込を希望するまたは喪主以外が申請する場合：

喪主からの委任状

医療年金課
⑤番窓口（後期）

☎ 029-883-1111

手続き詳細 期　限

被保険者が高額療養費等の支給決定前や振込前に亡くなり、支給ができなく
なった場合に申請を頂くことにより相続人の口座に振込が可能となります。

※��申請者は相続人全員と協議の上、相続人代表者として申請をお願いします。
郵送での申請を希望される場合は、申請書等をお送りいたしますので、ご
連絡ください。

２年以内

手続き可能な人

相続人

お問合せ先

医療年金課
⑤番窓口（後期）

☎ 029-883-1111

必要なもの

□ 相続人の通帳等、振込先のわかるもの

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て



11 12

保険に関する手続き よくある手続き

6. 介護保険に加入していたまたは介護認定を受けていた 

手続き詳細 期　限

介護保険被保険者証を返却してください。介護保険負担割合証及び介護
保険負担限度額認定証を交付されていた場合は返却してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の介護保険被保険者証

□ 亡くなった方の介護保険負担割合証

□ 亡くなった方の介護保険負担限度額認定証

介護保険課 ㉕番窓口

☎ 029-883-1111

手続き詳細 期　限

【該当の方には、後日市から通知等が届きます。】

亡くなった方の介護保険料は、亡くなった月の前月までを月割り
で再計算します。

・納めすぎとなった場合

　�後日「介護保険料過誤納金還付決定通知書」を相続人の方に
送付します。

・介護保険料の納付が済んでいない場合

　�相続人の方が亡くなった方に代わって納付していただく必要
がありますので、納付書を送付します。

・納めすぎた場合
　 還付通知の到達日の翌日から２年

・納付が済んでいない場合
　 納付書等の期限内に速やかに納

めてください

手続き可能な人

相続人

必要なもの お問合せ先

なし 介護保険課 ㉕番窓口

☎ 029-883-1111

介護保険被保険者証・介護保険負担割合証・介護保険負担限度額
認定証の返却 窓口センター可 郵送 可

手続き①

介護保険料の精算 郵送 可手続き②
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年金に関する手続き よくある手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方と生計を同じくしていたご遺族が次に該当する場合、死亡一
時金が支給される可能性があります。

【亡くなった方について】
3年以上の保険料納付済期間があり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受
給せずに亡くなった場合

【ご遺族について】
亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

◆その他
・�遺族基礎年金を受けるときは支給されません。
・�寡婦年金の受給権がある場合、どちらか一方の選択です。

亡くなった日から２年以内

手続き可能な人

亡くなった 方の 配 偶 者、
子、 父母、 孫、 祖 父母、
兄弟姉妹で亡くなった方
と生計を同一にしていた
方
→ 詳しくはお問い合わせ

ください。

必要なもの

□  亡くなった方と請求者の関係を明らかにで
きる戸籍謄本（抄本）

□  亡くなった方の住民票除票
□  請求者の通帳

□  請求者の世帯全員の住民票
※�請求者のマイナンバーカード（通知カード）があ
れば、書類を一部省略できる場合があります。
※�上記以外の書類が必要となる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

死亡一時金の手続き手続き②

未支給年金の手続き 窓口センター可手続き①
手続き詳細 期　限

年金受給者である亡くなった方と生計を
同じくしていたご遺族が次に該当すると、
未支給年金の請求ができる場合があり
ます。

【ご遺族について】
亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父
母、兄弟姉妹、その他３親等内の親族

亡くなった日から５年以内（未支払給付金は２年以内）

手続き可能な人

亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、
その他の３親等以内の親族で亡くなった方と生計を同一
にしていた方
→ 詳しくはお問い合わせください。

必要なもの

□  亡くなった方と請求者の関係を明らかにで
きる戸籍謄本（抄本）

□  亡くなった方の住民票除票
□  請求者の通帳
□  請求者の世帯全員の住民票

□  亡くなった方の年金証書
※�請求者のマイナンバーカード（通知カード）があ
れば、書類を一部省略できる場合があります。
※�上記以外の書類が必要となる場合があります。
　詳しくはお問い合わせください。

7. 国民年金に加入または受給していた お問合せ先

医療年金課 ⑥番窓口（国民年金）
☎ 029-883-1111
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年金に関する手続き� よくある手続き

手続き詳細

亡くなった方により生計を維持されていた
ご遺族が次に該当する場合、遺族基礎年
金が支給される可能性があります。
【亡くなった方について】下記のいずれか
・�国民年金の被保険者（＊1）
・�国内に住所を有し60歳以上65歳未満の国民
年金の被保険者であった者（＊1）
・�老齢基礎年金の受給権者（＊2）
・�老齢基礎年金の受給資格期間を満たし
ている者（＊2）

 （＊1）�死亡日の前日において、免除期間を含む保険料納付
済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること
が必要（要件を満たさない場合の特例制度あり）

 （＊2）25年以上の受給資格期間の者に限る
【ご遺族について】
亡くなった方の「子のある配偶者」または「子」
※�子とは、18歳到達の年度末までの子、または20歳未満で
障害等級１級もしくは２級の障害の状態にある子。婚姻
していない場合に限ります。この他の受給条件について
はお問い合わせください。

期　限 手続き可能な人

亡くなった日から５年以内 原則 18 歳未満の子がいる配偶者
→�詳しくはお問い合わせください。

必要なもの

□ �請求者の戸籍謄本（抄本）
□ �死亡診断書（コピー）
□ �請求者の所得証明書
□ �請求者の世帯全員の住民票
□ �請求者の通帳（配偶者・子）

□ �亡くなった方の住民票除票
※�請求者のマイナンバーカード（通知カード）があれば、書
類を一部省略できる場合があります。
※�上記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは
お問い合わせください。

遺族基礎年金の手続き手続き③

手続き詳細

亡くなった方により生計を維持されていたご遺族が次に該
当する場合、寡婦年金が支給される可能性があります。
【亡くなった方について】
国民年金第一号被保険者（任意加入被保険者を含む）の保
険料納付済期間（免除期間を含む）が10年以上ある夫が、
老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡した場合

【ご遺族について】
亡くなった方と10年以上継続して婚姻関係
にある妻（事実婚を含む）。ただし、妻が老
齢基礎年金を繰上げ受給している場合は
支給されない。
◆その他
支給は60歳から65歳到達まで

期　限 手続き可能な人

亡くなった日か
ら５年以内

夫に生計を維持されていた妻（婚姻関係が 10 年以上継続している場合）
→詳しくはお問い合わせください。

必要なもの

□ �請求者の戸籍謄本（抄本）
□ �死亡診断書（コピー）
□ �請求者の所得証明書
□ �請求者の世帯全員の住民票
□ �請求者の通帳

□ �亡くなった方の住民票除票
※�請求者のマイナンバーカード（通知カード）があれば、書類を
一部省略できる場合があります。
※�上記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問
い合わせください。

寡婦年金の手続き手続き④
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＝「三親等の傍系血族」
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※頭の数字は親等を表す。

直系

傍系傍系

遺族（請求者）の範囲

= 寡婦年金

= 遺族基礎年金

= 死亡一時金

= 未支給年金

※ 死亡者及び請求者の三親等内の親族は、第三者証明の認証が不可能。

出典：厚生労働省HP

年金に関する手続き� よくある手続き

出典：厚生労働省HP

遺族（請求者）の範囲チ
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年金に関する手続き� よくある手続き

9. 共済年金に加入または受給していた

必要な手続きの確認手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方が加入していた年金や受給していた年金の種類、ご遺族の状況
によって必要な手続きや提出書類が異なります。亡くなった方等の基礎年金番
号またはマイナンバーのわかるものを準備の上、事前にお問い合わせください。

ー
手続き可能な人

ー
必要なもの お問合せ先及び提出先

□ 亡くなった方等の基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの 各共済組合

手続き詳細 期　限

受給権者または加入者（脱退された方も含む）が亡くなった場合は、「農
業者年金死亡関係届出書」の提出が必要になります。詳しくは農業委員会
または市内の JAまでお問い合わせください。

ー

手続き可能な人

ご遺族の方

必要なもの お問合せ先

□ 農業者年金証書
□ 亡くなったことがわかる戸籍謄本または除籍謄本
□ 請求者と亡くなった方との続柄がわかる戸籍謄本
□ 請求者のカナ表記がわかる預金通帳の写し（JA 口座の場合は不要）

農業委員会事務局 
コミュニティ棟３階

☎ 029-883-1111

 10. 農業者年金に加入または受給していた

死亡関係届出書の提出手続き

8. 厚生年金に加入または受給していた

必要な手続きの確認手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方が加入していた年金や受給していた年金の種類、ご遺族の状
況によって必要な手続きや提出書類が異なります。亡くなった方等の基礎
年金番号またはマイナンバーがわかるものを準備の上、事前にお問い合わ
せください。

※�受給していた年金が、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金の場
合は、ねんきんダイヤル等へお問い合わせください。

ー

手続き可能な人

ー

お問合せ先及び提出先

土浦年金事務所

☎ 029-825-1170
必要なもの

□ 亡くなった方等の基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
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税金に関する手続き その他の手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方が口座振替（自動払い込み）制度を利用されていた場合は、窓
口または電話にて口座振替の停止を申し出てください。

なし

必要なもの 手続き可能な人 お問合せ先

なし 相続人 市税総合窓口 ㉝番窓口
国民健康保険課 ⑦番窓口　☎ 029-883-1111

口座振替停止の手続き手続き②

11. 税金を納めていた

手続き詳細 期　限

亡くなった方の市税の納付が済んでいない場合は、相続人の
方が既に届いている納税通知書を確認し納付をしてください。

納税通知書に記載の納期限
手続き可能な人

相続人
必要なもの お問合せ先

□ 納税通知書
□ 納付書

市税総合窓口 ㉝番窓口
☎ 029-883-1111

納付に係る手続き 窓口センター可手続き①

手続き詳細 期　限

１月１日現在、つくば市に住所があり、前年中の所得が一定以上ある人
は住民税が課税されます。１月２日以降亡くなった場合でも納付する必
要があり、財産を相続した人が相続人として納税義務を負います。

亡くなった方に住民税が課税され、これから納付や還付の手続きが必
要となる場合は、納税通知書などの書類は相続人の代表者に送付しま
す。市民税課から法定相続人に対し、お知らせと「相続人代表者指定届」
をお送りします。

相続人のうち、どなたが相続人の代表者になられるのか「相続人代表
者指定届」に必要事項を記入し、ご提出ください。

※�指定の期日までに「相続人代表者指定届」が提出されない場合、市
が相続人代表者を指定することがあります。

※�相続放棄した方は、その納税義務は承継されませんので、「相続放
棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。

指定届と同封のお知らせ
に記載の期日

手続き可能な人

相続人

お問合せ先

市税総合窓口 ㉝番窓口

☎ 029-883-1111

必要なもの

【法定相続人の方が相続される場合】
□ 原則不要

【法定相続人以外の方が相続される場合】
□ 遺言書の写し等

相続人代表者指定届の提出  窓口センター可 郵送 可手続き

12. 住民税（市民税・県民税・森林環境税）が課税されていた
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税金に関する手続き その他の手続き

13. つくば市内に固定資産を持っていた

相続人代表者指定（変更）届の提出  窓口センター可 郵送 可手続き

手続き詳細

固定資産を持つ納税義務者が亡くなった場合、その納税義務者に代わって固定資産にかかる納税等
の管理をしていただく方を相続人の中から指定または変更をする届出になります。

１�相続人代表者指定届の提出が必要な方のうち、

〇亡くなった方が市内在住の場合

　�資産税課で亡くなったことを確認してから約３ヶ月後を目安に、相続人代表者指定届の提出が必
要な方へ「相続人代表者指定届」の提出依頼を郵送でお送りします。

〇亡くなった方が市外在住の場合

　�資産税課で亡くなったことを確認できない場合があるため、一度資産税課へご連絡ください。「相
続人代表者指定届」のご提出についてご案内します。

２�法務局で所有権移転が済んでいる方

　資産税課への届出は不要です。

３�法務局で所有権移転が済んでいない方

　�資産税課へ「相続人代表者指定届」を提出していただく他に、別途法務局でのお手続きをお願い
します。

４�未登記の家屋がある場合

　�資産税課へ相続関係書類とあわせて「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。「未登記家屋
所有者変更届」を提出されない場合には、「相続人代表者指定届」の提出が必要です。

※��相当の期間内に「相続人代表者指定届」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定すること
があります。

※��相続人が相続放棄をされた場合、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の
提出が必要になります。相続放棄をされた方が複数人いる場合は、全ての方について提出が必要
です。資産税課までご連絡ください。

期　限 手続き可能な人

郵送でお送りする「相続人代表者指定届」の提出依頼に記載
の期限

相続人代表者となる方

必要なもの お問合せ先

【法定相続人の方が相続される場合】
□ 原則不要

【法定相続人以外の方が取得される場合】
□ 遺言書の写し等

市税総合窓口 ㉝番窓口
☎ 029-883-1111

管轄の法務局
水戸地方法務局つくば出張所
☎ 029-851-8186
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税金に関する手続き その他の手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方の名義の車両を廃棄する場合、必ず廃車の手続
きをしてください。

亡くなった日から
30日以内

必要なもの 手続き可能な人

□ ナンバープレート
□ 標識交付証明書（紛失時は不要）
□ 手続きする方の本人確認書類

①相続人の方

②相続人とご同居のご家族の方

③その他の方

お問合せ先

市税総合窓口 ㉝番窓口

☎ 029-883-1111

手続き詳細 期　限

亡くなった方の名義の車両を引き続き相続人が所有する場合
は、名義変更の手続きをしてください。

※�相続人以外の方への名義変更については、お問い合わせく
ださい。

亡くなった日から
15日以内

必要なもの 手続き可能な人

□ 標識交付証明書（紛失時は不要）
□ 手続きする方の本人確認書類
□ 相続人であることがわかる書類（戸籍謄本の写し等）

①相続人の方

②相続人とご同居のご家族の方

③その他の方

お問合せ先

市税総合窓口 ㉝番窓口

☎ 029-883-1111

14. 原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車を所有していた 

廃車の手続き 窓口センター可 郵送 可手続き①

相続人への名義変更 窓口センター可手続き②

MEMO  
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手続き詳細 期　限

亡くなった方が水道料金や下水道使用料をお支払いされていた
場合は、名義変更または使用中止等の手続きが必要となります。

※電話手続き可。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

親族または新名義人

必要なもの お問合せ先

なし 水道お客様センター ㉙番窓口

☎ 029-851-2811

上下水道に関する手続き その他の手続き

15. 上下水道を使用していた

名義変更または使用中止等の手続き手続き

手続き詳細 期　限

下水道事業受益者負担金を納付中の受益者（納付義務者）が亡
くなった場合は、受益者の変更の手続きをお願いします。

※郵送手続き可。ご連絡いただければ変更届をお送りします。

受益者の変更があった日から
14日以内

手続き可能な人

新受益者

必要なもの お問合せ先

なし 上下水道業務課

☎ 029-883-1111

17. 下水道事業受益者負担金を納付中であった

受益者変更届の提出 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方を対象者として、水道料金の福祉減免を受けていた
場合には、減免理由喪失の手続きが必要です。

※郵送手続き可。ご連絡いただければ喪失届をお送りします。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

親族または同居者

必要なもの お問合せ先

なし 水道お客様センター ㉙番窓口

☎ 029-851-2811

16. 水道料金の福祉減免を受けていた

福祉減免理由喪失手続き 郵送 可手続き
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手続き詳細 期　限

亡くなった方が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育
手帳をお持ちだった場合、死亡日をもって喪失となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
または療育手帳

障害福祉課 ㊴番窓口
☎ 029-883-1111

手帳の返還 窓口センター可 郵送 可手続き

18. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を交付されていた

手続き詳細 期　限

資格喪失手続きが必要です。（未支給分の請求が必要となる場合があ
ります）

※詳しくはお問い合わせください。

速やかに

手続き可能な人

同居のご家族など

必要なもの お問合せ先

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの 障害福祉課 ㊴番窓口
☎ 029-883-1111

19. 障害児福祉手当または特別障害者手当を受給していた

資格喪失届の提出 郵送 可
（未払い分がある場合は未支払手当請求書の提出）

手続き

福祉（障害）に関する手続き その他の手続き
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手続き詳細 期　限

在宅障害児福祉手当を受給していた保護者または児童が亡くなった場
合、資格喪失または受給者変更の手続きが必要です。

※詳しくはお問い合わせください。

速やかに
手続き可能な人

同居のご家族など
必要なもの お問合せ先

状況によって異なりますのでお問い合わせください。 障害福祉課 ㊴番窓口

☎ 029-883-1111

資格喪失または受給者の変更 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

受給資格喪失の手続きとともに新規認定請求が必要です。また、
未支給分の請求が必要となる場合があります。

※詳しくはお問い合わせください。

原則、亡くなった月と同月内

手続き可能な人

今後児童を養育する方

必要なもの お問合せ先

詳しくはお問い合わせください。 障害福祉課 ㊴番窓口　☎ 029-883-1111

20. 特別児童扶養手当を受給していた 

【保護者が亡くなった場合】

資格喪失届（または額改定届）の提出 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

資格喪失または額改定の手続きが必要です。

※詳しくはお問い合わせください。
速やかに

手続き可能な人

特別児童扶養手当受給者

必要なもの お問合せ先

詳しくはお問い合わせください。 障害福祉課 ㊴番窓口　☎ 029-883-1111

【児童が亡くなった場合】

受給者死亡届の提出 郵送 可

（未払い分がある場合は未払手当請求書の提出、受給資格が継続する
場合は認定請求書の提出）

手続き

21. 在宅障害児福祉手当を受給していた

福祉（障害）に関する手続き その他の手続き
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22. 難病患者福祉金を受給していた

23. 自立支援医療受給者証を利用していた

自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・育成医療）の返却 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方が難病患者福祉金を受給していた場合、死亡月をもって受
給資格が喪失となります。未払い分の請求が必要となる場合があります。

※詳しくはお問い合わせください。

速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの お問合せ先

□ 難病患者福祉金受給資格者異動（消滅）届
□ 相続人の口座がわかるものの写し
□ 相続人の本人確認書類
□ 相続人代表者指定届（配偶者以外の相続人が請求される場合

のみ）
□ 戸籍抄本などの写し（亡くなった方と相続人の関係性が住民票

で確認できる場合は省略可）

障害福祉課 ㊴番窓口

☎ 029-883-1111

手続き詳細 期　限

亡くなった方が自立支援医療受給者証をお持ちだった場合、死亡日
をもって使用不可となります。

自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院・育成医療）を返却し
てください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の自立支援医療受給者証
　（更生医療・精神通院・育成医療）

障害福祉課 ㊴番窓口

☎ 029-883-1111

受給資格者異動（消滅）届の提出 郵送 可手続き

MEMO  

福祉（障害）に関する手続き その他の手続き
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MEMO  

福祉（障害）に関する手続き その他の手続き

24. 知的障害者紙おむつ購入費助成券を利用していた

25. 補装具または日常生活用具の申請をしていた

手続き詳細 期　限

亡くなった方が知的障害者紙おむつ購入費助成券を利用していた場合、
死亡日をもって受給資格が喪失となります。未使用分の知的障害者紙お
むつ購入費助成券があれば返却してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 未使用分の知的障害者紙おむつ購入費助成券 障害福祉課 ㊴番窓口

☎ 029-883-1111

手続き詳細 期　限

亡くなった方が補装具または日常生活用具の申請をしていた場合、申請
取り下げの手続きが必要です。

速やかに

手続き可能な人

相続人等

必要なもの お問合せ先

状況によって異なりますのでお問い合わせください。 障害福祉課 ㊴番窓口

☎ 029-883-1111

未使用分の助成券の返却 窓口センター可 郵送 可手続き

支給申請の取り下げ 郵送 可手続き
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26. 心身障害者扶養共済制度の年金を利用していた（扶養年金）

手続き詳細 期　限

年金を受給していた方が亡くなった場合、
届出書の提出が必要です。

年金を受給していた方が亡くなった日から14日以内

手続き可能な人

指定相続人

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の住民票（除票） 障害者地域支援室 ㊴番窓口　☎ 029-883-1111

死亡・重度障害届出書の提出 郵送 可手続き

【年金を受給していた方が亡くなった場合】

手続き詳細 期　限

加入者が生存中、年金を受給予定していた方が亡くなった
場合、弔慰金の手続きが必要です。

受給予定者が亡くなった日から

３年以内

必要なもの 手続き可能な人

□ 亡くなった方の住民票（除票）
□ 掛金を支払っていた方の住民票
□ 掛金を支払っていた方の振込口座のわかるもの

年金加入者または、扶養年金管理者

お問合せ先

障害者地域支援室 ㊴番窓口
☎ 029-883-1111

死亡・重度障害届出書、弔慰金請求書の提出 郵送 可手続き

【年金を受給予定していた方が亡くなった場合】 

手続き詳細 期　限

掛金を支払っていた方が亡くなった場合、年金支
給の請求の手続きが必要です。

掛金を支払っていた方が亡くなった日から
３年以内

必要なもの 手続き可能な人

□ 亡くなった方の死亡診断書
□ 亡くなった方の住民票（除票）
□ 年金を受給する方の住民票
□ 年金を受給する方の振込口座のわかるもの

年金を受給する方または、年金管理者

お問合せ先

障害者地域支援室 ㊴番窓口
☎ 029-883-1111

死亡・重度障害届出書、年金支給請求書の提出 郵送 可手続き

【掛金を支払っていた方が亡くなった場合】 

福祉（障害）に関する手続き その他の手続き
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福祉（障害）に関する手続き その他の手続き

27. 重度心身障害者等マル福の助成を受けていた

マル福受給者証の返却 窓口センター可 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方がマル福を受給していた場合、死亡日をもって受給資格が
喪失となります。

なし

手続き可能な人

親族

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方のマル福受給者証 医療年金課 ④番窓口
☎ 029-883-1111

28. 障害者福祉タクシー券を利用していた

未使用分のタクシー券の返却 窓口センター可 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方が障害者福祉タクシー券を利用していた場合、死亡日を
もって受給資格が喪失となります。未使用分の福祉タクシー券があれば
返却してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の未使用分の障害者福祉タクシー券 障害者地域支援室
㊴番窓口
☎ 029-883-1111

29. 有料道路通行料金の割引を受けていた

ＥＴＣ利用登録の削除 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方が有料道路通行料金の割引ＥＴＣ利用登録を受けていた
場合、その方の割引ＥＴＣ利用登録は死亡日をもって失効しますので、
削除申請の手続きが必要です。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の身体障害者手帳及び療育手帳 障害者地域支援室 ㊴番窓口
☎ 029-883-1111
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32. 障害児通所支援を利用していた

通所受給者証の通所給付決定保護者の変更または返却  郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方が障害児通所支援給付を受けていた場合、死亡日をもって
通所受給者証の保護者変更となります。また、通所している児童が亡く
なった場合には通所受給者証の返却となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 通所受給者証 障害福祉課 ㊴番窓口
☎ 029-883-1111

30. 障害者特別駐車券を利用していた

駐車券の返却 窓口センター可 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方が障害者特別駐車券を受けていた場合、その方の特別駐車
券は死亡日をもって失効しますので、特別駐車券を返却してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の障害者特別駐車券 障害者地域支援室
㊴番窓口
☎ 029-883-1111

31. いばらき身障者等用駐車場利用証を利用していた

利用証の返却 窓口センター可 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方がいばらき身障者等用駐車場利用証を使用していた場合、
その方の利用証は死亡日をもって失効しますので利用証を返却してくだ
さい。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方のいばらき身障者等用駐車場利用証 障害者地域支援室
㊴番窓口
☎ 029-883-1111

福祉（障害）に関する手続き その他の手続き
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福祉（障害）に関する手続き その他の手続き

33. 障害福祉サービスを利用していた

受給者証の返却 窓口センター可 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方が障害福祉サービスを受給していた場合、障害福祉サービ
ス受給者証を返却してください。

なし
手続き可能な人

どなたでも可
必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の障害福祉サービス受給者証 障害福祉課 ㊴番窓口
☎ 029-883-1111

各種サービス受給者証の支給決定保護者の変更または返却 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方が各種サービスを受給していた場合、死亡日をもって地域
生活支援サービス受給者証の返却または保護者変更となります。また、
受給している児童が亡くなった場合には地域生活支援サービス受給者
証を返却してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の各種サービス受給者証 障害福祉課 ㊴番窓口
☎ 029-883-1111

34. サービス（移動支援・日中一時預かり・重度身体障害者訪問入浴）
を利用していた

MEMO  
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36. 児童手当を受給していた

受給者変更手続き 窓口センター可 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

児童手当の受給者が亡くなった場合、受給者変更の手続きが必要となり
ます。未払いの手当がある場合は、別途手続きが必要です。

原則、受給者が亡くなった日
の翌日から数えて15日以内

必要なもの 手続き可能な人

【受給予定者の場合】
□（お持ちの場合）受給予定者の健康保険資格を確認できるもの

（３歳未満のお子様を養育している方）
□ 受給予定者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
□ 手続きを行う方の本人確認書類

【未支払いの手当がある場合】
□ お子様名義の通帳またはキャッシュカード

受給者が亡くなった後、対
象児童を監護する方
お問合せ先

こども政策課 ③番窓口

☎ 029-883-1111

手続き詳細 手続き可能な人

配偶者が亡くなられ、以下の対象年齢児童を養育している方
は上記手当を受給できる場合があります。

①高校生年代までのお子様

②中学生年代までのお子様

詳細等についてはお問い合わせください。

対象児童を監護・養育する方

お問合せ先

こども政策課 ③番窓口

☎ 029-883-1111

必要なもの

ご相談の際ご案内します。

手続き詳細 手続き可能な人

申請によりひとり親家庭マル福に該当する場合があります。

詳細等についてはお問い合わせください。
同一世帯の親族

必要なもの お問合せ先

ご相談の際ご案内します。 医療年金課 ④番窓口

☎ 029-883-1111

35. 亡くなった方に高校生年代までのお子様がいる

①児童扶養手当　②ひとり親家庭等児童福祉金の申請手続き①

ひとり親家庭マル福の申請 窓口センター可 郵送 可手続き②

子どもに関する手続き その他の手続き
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子どもに関する手続き その他の手続き

38. ひとり親家庭等児童福祉金を受給していた

未払い分の受給の手続き手続き

手続き詳細 手続き可能な人

受給者が亡くなった場合、死亡日の属する月の手当までが支給されます。
未払いの手当がある場合は、別途手続きが必要ですので、ご相談くださ
い。

親族など

必要なもの お問合せ先

□ 手続きを行う方の本人確認書類
□ お子様名義の通帳またはキャッシュカード

こども政策課 ③番窓口

☎ 029-883-1111

37. 児童扶養手当を受給していた

未払い分の受給手続き手続き

手続き詳細 期　限

受給者が亡くなった場合、死亡日の属する月の手当までが支給されます。
未払いの手当てがある場合は、別途手続きが必要ですので、ご相談くだ
さい。

14日以内

手続き可能な人

親族など

必要なもの お問合せ先

□ 手続きを行う方の本人確認書類

□ お子様名義の通帳またはキャッシュカード

こども政策課 ③番窓口

☎ 029-883-1111

手続き詳細 期　限

亡くなった方がマル福を受給していた場合、死亡日をもって受給資格
が喪失となります。

なし

手続き可能な人

親族

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方のマル福受給者証 医療年金課 ④番窓口

☎ 029-883-1111

39. 小児マル福またはひとり親家庭マル福の助成を受けていた

マル福受給者証の返却 窓口センター可 郵送 可手続き
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養育医療券の破棄手続き

手続き詳細 期　限

養育医療券の交付を受けていた乳児が亡くなった場合、その乳児の医療券
は死亡日をもって失効となりますので、破棄してください。

なし

お問合せ先

健康増進課 ㊷番窓口　☎ 029-883-1111

40. 養育医療券を交付されていた

認可保育所等の利用に関する手続き 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限 手続き可能な人

認可保育所等に入所している児童またはその保護者
が亡くなった場合、届出が必要な場合があります。

速やかに 児童の保護者

必要なもの お問合せ先

□ 手続きを行う方の本人確認書類 幼児保育課 ①番窓口　☎ 029-883-1111

42. 認可保育所に入所していた

公営児童クラブへの届出 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限 手続き可能な人

公営児童クラブを利用している児童またはその保護
者が亡くなった場合、届出が必要な場合があります。

なし 児童の親族

必要なもの お問合せ先

なし 利用中の児童クラブ

41. 児童クラブを利用していた

子どもに関する手続き その他の手続き
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高齢者に関する手続き その他の手続き

44. いばらき身障者等用駐車場利用証を利用していた

利用証の返却 窓口センター可 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方がいばらき身障者等用駐車場利用証を使用していた場合、そ
の方の利用証は死亡日をもって失効しますので利用証を返却してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方のいばらき身障者等用駐車場利用証 高齢福祉課 ㉖番窓口

☎ 029-883-1111

43. 在宅高齢者福祉助成券を利用していた

助成券の返却 窓口センター可 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

亡くなった方が在宅高齢者福祉助成券を使用していた場合、死亡日をもっ
て受給資格が喪失となります。未使用分の助成券があれば返却してくださ
い。

なし

必要なもの 手続き可能な人

□ 亡くなった方の未使用分の助成券

□ 在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成券

□ ねたきり高齢者理美容料助成券

□ 高齢者日常生活支援事業（すけっとくん）助成券

□ あん摩・マッサージ・指圧・はり及びきゅう施術費助成券

□ 在宅高齢者布団丸洗い乾燥助成券

□ 高齢者タクシー運賃助成券

どなたでも可

お問合せ先

高齢福祉課 ㉖番窓口

☎ 029-883-1111

MEMO  

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て

各
種
手
続
き



33 34

45. つくば市高齢者運賃割引証を利用していた

割引証の返却 窓口センター可 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

割引証は死亡日をもって失効しますので、返却してください。 なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方のつくば市高齢者運賃割引証 総合交通政策課

☎ 029-883-1111

46. 緊急通報システム装置を借りていた

装置の返却手続き

手続き詳細 期　限

以下の端末を返却してください。

固定型端末・2025年6月以降に設置した携帯型端末の場合：本体機器、ペ
ンダント型送信機

旧携帯型端末の場合：本体機器、充電器一式

できるだけ速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 返却する端末 高齢福祉課 ㉖番窓口

☎ 029-883-1111

高齢者に関する手続き その他の手続き
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その他の手続き その他の手続き

つくばサステナスクエア（クリーンセンター）へのごみの搬入手続き

手続き詳細 期　限

ごみの搬入の際は、ごみの発生場所（住所）の確認をしています。亡
くなった方の住所が確認できる書類を持参し、受付職員に提示して
ください。

※一部処分できない物があります。

※ごみの発生場所（住所）がつくば市外の場合は搬入できません。

なし

（搬入日当日にお持ちください）

手続き可能な人

基本的にご親族の方

必要なもの お問合せ先

□ 亡くなった方の住所が確認できる書類

（直近の公共料金の明細書、公的機関からの郵便物、固定
資産税の納税証明書等）

サステナスクエア管理課

☎ 029-867-1379

47. 家財整理をしたい

MEMO  

占用許可の廃止または変更手続き 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

占用許可を廃止する場合は占用廃止届の提出を、名義の変更をする場合
は変更申請を行ってください。添付書類として、占用許可書の写しと申請
時の資料が必要です。

できるだけ速やかに

必要なもの 手続き可能な人

【道路占用の廃止】
□ 占用廃止届及び占用許可書の写し

【名義の変更】
□ 道路占用申請書及び表記されている添付書類
※詳細は事前にお問い合わせください。

どなたでも可

お問合せ先

道路管理課

☎ 029-883-1111

48. 道路を占用していた
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その他の手続き その他の手続き

占用許可の廃止または変更手続き 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

名義の変更をする場合は、権利譲渡か地位継承の手続きをしてください。
占用許可を廃止する場合は、廃止の手続きをしてください。

※詳細は事前にお問い合わせください。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの

【準用河川占用許可の名義変更】
□ 権利譲渡承認申請書

【準用河川占用許可の名義変更（相続される場合）】
□ 地位継承届

【準用河川占用許可の廃止】
□ 許可申請書及び工作物の除去（乙の４）

【法定外公共物占用許可の名義の変更】
□ つくば市法定外公共物占用権利譲渡等承認申請書及び、表記されている添付書類

【法定外公共物占用許可の名義の変更（相続される場合）】
□ つくば市法定外公共物占用者地位継承届出書及び、表記されている添付書類

【法定外公共物占用許可の廃止】
□ つくば市法定外公共物占用終了・廃止届出書

お問合せ先

道路管理課

☎ 029-883-1111

49. 河川用地または水路用地を占用していた

50. 市と土地（下水道施設用地）の賃貸借契約をしていた

相続人代表者指定（変更）届の提出 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

当該土地の相続登記が完了していない場合、市から賃借料をお支払い
する方を決定するために届出が必要となります。

届出書（様式）は市のHPからダウンロードできます。

※相続登記が完了した場合は、必ずご連絡ください。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

相続人

必要なもの お問合せ先

□ （様式第２号）相続人代表者指定（変更）届 下水道総務課

☎ 029-883-1111
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その他の手続き� その他の手続き

手続き詳細 期　限

相続等で農地の権利を取得した場合には届出が必要です。

届出書に、参考として農地を取得したことがわかる書類（土地の登記
完了証の写し等）を添付のうえ、御提出をお願いいたします。

なお、届出書の様式はＨＰでダウンロード可能です。

詳細についてはお問い合わせください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの お問合せ先

□ 農地法第３条の３の規定による届出書
□ 農地の権利を取得したことがわかる書類の写し

農業委員会事務局 
コミュニティ棟３階

☎ 029-883-1111

登録事項変更手続き手続き

52. 農地の相続がある

51. 犬を飼っていた

登録事項変更手続き手続き

手続き詳細

犬の登録事項変更手続きが必要です。ただし犬を他市町村で飼養する場合は、つくば市での手続きは不要
です。

必要なもの 手続き可能な人

□ 犬鑑札

□ 注射済票（お持ちでない場合も手続きできます。）

どなたでも可

期　限 お問合せ先

飼い主が亡くなった日から30日以内 環境保全課 

☎ 029-883-1111

MEMO  
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名義変更の届出 郵送 可手続き

手続き詳細 期　限

農地中間管理事業の利用者の場合は名義変更の届出が必要です。詳しくはお問い合
わせください。

なし

必要なもの 手続き可能な人

対象農地を相続したことがわかる書類

（登記完了証の写しまたは相続完了後の全部事項証明書の写しなど）

対象農地を相続
した方

お問合せ先

農業政策課 コミュニティ棟３階　☎ 029-883-1111

53. 農地中間管理事業の利用者であった

所有者変更の届出 郵送 可手続き

手続き詳細

森林を所有している方が亡くなった場合、所有者変更の届出が必要です。相続完了後に全部事項証明書
（土地の登記簿謄本）をお持ちください。

期　限 手続き可能な人

なし 対象森林を相続した方

必要なもの お問合せ先

相続完了後に全部事項証明書

（土地の登記簿謄本）

鳥獣対策・森林保全室 コミュニティ棟３階

☎ 029-883-1111

54. 森林所有者であった

その他の手続き その他の手続き

MEMO  
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市役所外での主な手続きチェックリスト

該当事項 ✓□ 主な手続き お問合せ先

運転免許証 □ 返納手続き つくば警察署�
☎ 029-851-0110

軽自動車 □ 名義変更・廃車等 軽自動車検査協会 茨城事務所土浦支所
☎︎ 050-3816-3106

普通自動車

□ 税金に関する手続き 土浦県税事務所（自動車税）
☎︎ 029-822-7205

□ 名義変更・廃車等 茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所
☎︎ 050-5540-2018

バイク（125cc超） □ 名義変更・廃車等 茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所
☎︎ 050-5540-2018

国税 □ 相続税の手続き
所得税・消費税申告など

土浦税務署
☎ 029-822-1100

不動産登記 □ 土地・家屋などの所有者
の移転（相続）登記など

水戸地方法務局 つくば出張所
☎ 029-851-8186

生命保険など □ 死亡保険金の請求、
入院給付金の請求など

加入していた生命保険会社
または代理店

預貯金口座など □ 口座凍結解除の手続き 各金融機関

株式など □ 名義変更 各証券会社

国債 □ 記名変更・償還金受領 償還金支払場所または
証券保管証書に記載の郵便局

クレジットカード □ 解約

各契約会社

固定電話、携帯電話 □ 契約継承、解約

インターネット □

名義変更、解約

電気・ガス □

ケーブルテレビ □

NHK受信料 □ NHK放送受信契約の受付
☎ 0120-15-1515

※手続きに必要な書類の中には、市役所で発行できるもの（戸籍・住民票・税関係証明書）が必要と
なる場合があります。各契約会社などにお問い合わせいただいてから、市役所にお越しいただくと
手続きが進めやすくなります。
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銀行口座凍結時の解除の方法

口座凍結解除の大まかな流れ

1. 金融機関窓口に口座凍結解除依頼

2. 口座凍結解除に必要な書類の収集

3. 凍結解除の必要書類を銀行に提出

※金融機関毎に必要な書類が異なるため、詳細は各金融機関にお問い合わせください

A B C D

遺言執行者さまが
お手続きされる場合

受遺者さまが
お手続きされる場合

遺産分割協議書が
ある場合

遺言書・遺産分割
協議書がない場合

　　　遺言書はありますか？

遺言書どおりに相続しますか？

手続きをされる方は
遺言執行者さまですか？ 遺産分割協議書がありますか？

はい

はい

はい はい

いいえ

いいえいいえ

いいえ

必要書類の準備
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対象者 必要書類 入手先

全員 被相続人（亡くなった方）の通帳・証書、キャッシュカード等 ご遺族

全員 被相続人（亡くなった方）の戸籍謄本 市区町村

全員 各金融機関の必要書類 各金融機関

A  B

C  D

相続人の印鑑登録証明書
□ 遺言書がある場合：遺言執行者分
□ 遺言書がない場合：相続人全員分

市区町村

A  B 遺言書（原本） ご遺族

A  B 検認調書または、検認済証明書（原本）
※�自筆証書遺言で法務局への保管制度を利用されていない場合 家庭裁判所

C 遺産分割協議書（原本） ご遺族

C  D 相続人全員分の戸籍謄本 市区町村

D 相続関係届出書
（金融機関により名称が異なります） 各金融機関

代表的な持ち物 

銀行口座凍結時の解除の方法

１ 新しい改葬先を確保
改葬先の管理者から下記の書類を発行してもらいます。
・受入証明書　・永代使用許可書

２ 埋葬証明証を発行
現在、埋葬されている墓地の管理者から、埋葬
証明証を発行してもらいます。

３ 改葬許可証の受け取り
永代供養や納骨堂に遺骨を移す際に必要な手続きです。
※散骨や手元供養の場合は不要なことが多いですが、念のため
事前に確認しておきましょう。

▼必要書類
改葬許可申請書・受入証明書・埋葬証明証
▼提出先（受取先）
墓地のある市区町村に提出し、改葬の申請を行って
改葬許可証を受け取ります。

４ 遺骨を取り出し（魂抜き）
住職などにお経を上げてもらって遺骨を取り出し
ます。遺骨の取り出しは石材店にお願いするため、
事前にどこにお願いするか決めておきます。

５ 納骨、魂入れ
改葬先に改葬許可証を提出し、納骨を行います。
※手元供養や散骨の場合は異なります。

改葬・墓じまいの手続きについて
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✓ 項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、亡くなった方の出
生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要で
す。役所の窓口で「相続に使用するため出生から
死亡までの戸籍謄本が必要です」と申し出れば
取得できます。

□ 遺言書の調査

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者にお問い合わせすることで、相続財産のほ
とんどを知ることができます。また、自宅以外の
不動産を所有している場合は、役所で「名寄帳」
を取得することで、課税対象の不動産の全てを知
ることができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所などへ
提出する為の遺産分割協議書の作成が必要となり
ます。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□ 所得税の準確定申告 ４ヶ月以内

被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに
確定した所得金額及び税額を計算して、相続の
開始があったことを知った日の翌日から４ヶ月以内
に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付 10ヶ月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

□

相続に関する手続きチェックリスト
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亡くなった方の財産について

不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所など 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号など 受給金額 備　考

そ
の
他

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て

各
種
手
続
き



43 44

…継承順位第一位

…継承順位第二位
…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

亡くなった方兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局のHP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

家系図 （３親等内の親族）
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法定相続情報証明制度
あなた

の手続きを応援します！

　法定相続情報証明制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を
何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

法定相続情報証明制度について
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·�早めに、相続した土地・建物の相続登記をすることがおすすめです。
　相続の際、相続登記の免税措置も拡大されています。
·相続の際、遺産分割を早めに済ませることが大切です。
·�法改正以前に所有している相続登記・住所などの変更登記が済んでいない
　不動産についても、登記が義務化されます。
·お問い合わせは、不動産の所在地を管轄している法務局へお願いいたします。
　相続・登記の専門家への相談もご検討ください。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に申請
しなければなりません。正当な理由がなく義務に
反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

不動産取得を知った日から3年以内に申請

反した場合、10万円以下の過料

   相続登記の申請の流れ

　戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と法定相続人の特定

　遺産分割協議・協議書の作成

協議・話し合いによる土地・建物の�所有者の確定とその書面化

　登記申請書の作成

法務局（登記所）提出書類の作成

　登記申請書の提出

法務局（登記所）へ提出

　登記完了
法務局（登記所）から登記完了証・�登記識別情報通知書の交付

令和 6年

4 月1日 から

遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、
次のステップ①からステップ⑤までの流れで行います。

ステップ
①

ステップ
②

ステップ
③

ステップ
④

ステップ
⑤

不動産不動産のの相続登記相続登記のルのルーールルがが

大きく変わりました。大きく変わりました。
義務に

裏面へ続く

上上記記①①・・②②のの方方のの状状況況にに応応じじてて、、次次のの１１～～３３ののいいずずれれかか１１つつにに○○をを付付ししたた上上でで、、必必要要事事項項をを

記記載載ししててくくだだささいい。。

生計同一関係に関する申立書

１１．． ①①とと②②はは、、住住民民票票上上はは別別世世帯帯ででししたたがが、、住住民民票票上上のの住住所所はは同同一一ででししたた。。

【【住住民民票票上上、、別別世世帯帯ととななっってていいたた理理由由をを以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。】】

２２．． ①①とと②②はは、、住住民民票票上上はは別別住住所所ででししたたがが、、実実際際はは同同居居ししてていいままししたた。。

【【住住民民票票上上、、別別世世帯帯（（別別住住所所））ととななっってていいたた理理由由をを以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。】】

様式３遺族年金 配偶者・子用未支給 一時金

生生計計同同一一関関係係ににああっったたここととのの申申立立

申立年月日：令和 年 月 日 ※※ ここのの申申立立書書のの記記入入日日をを記記載載ししててくくだだささいい。。

私と下記②の者は、下記②の者が亡くなった当時、生計を同じくしていました。

① 請求される方の住所、氏名

住所

氏名

② 亡くなった方（被保険者、被保険者であった方）の住所（亡くなった当時）、氏名

住所

氏名 （①との続柄： ）

キ
リ
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不動産不動産のの相続登記相続登記のルのルーールルがが

大きく変わりました。大きく変わりました。

裏面へ続く 

上上記記①①・・②②のの方方のの状状況況にに応応じじてて、、次次のの１１～～３３ののいいずずれれかか１１つつにに○○をを付付ししたた上上でで、、必必要要事事項項をを

記記載載ししててくくだだささいい。。 

生計同一関係に関する申立書 
  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

１１．．  ①①とと②②はは、、住住民民票票上上はは別別世世帯帯ででししたたがが、、住住民民票票上上のの住住所所はは同同一一ででししたた。。  

【【住住民民票票上上、、別別世世帯帯ととななっってていいたた理理由由をを以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。】】  

                                              

                                              

                                              

  

２２．．  ①①とと②②はは、、住住民民票票上上はは別別住住所所ででししたたがが、、実実際際はは同同居居ししてていいままししたた。。  

【【住住民民票票上上、、別別世世帯帯（（別別住住所所））ととななっってていいたた理理由由をを以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。】】  

                                              

                                              

                                              
    

様式３ 遺族年金 配偶者・子用 未支給 一時金 

生生計計同同一一関関係係ににああっったたここととのの申申立立 

申立年月日：令和   年   月   日  ※※  ここのの申申立立書書のの記記入入日日をを記記載載ししててくくだだささいい。。 

私と下記②の者は、下記②の者が亡くなった当時、生計を同じくしていました。 

① 請求される方の住所、氏名 

住所                                       

氏名                       

② 亡くなった方（被保険者、被保険者であった方）の住所（亡くなった当時）、氏名 

住所                                       

氏名                     （①との続柄：     ） 
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  第第三三者者にによよるる証証明明欄欄   ※※    上上記記１１にに○○ををさされれたた場場合合（（住住民民票票上上はは別別世世帯帯だだがが、、住住民民票票上上のの住住所所はは同同一一でで

ああるる場場合合））ままたたはは生生計計同同一一関関係係証証明明書書類類をを提提出出ししてていいるる場場合合はは記記入入不不要要でですす。。 

 上記の事実に相違ないことを証明します。 

 また、私は上記①及び②の者の民法上の三親等内の親族ではありません。 

 証明年月日：令和   年   月   日  ※※  表表面面のの申申立立日日（（記記入入日日））以以後後にに証証明明ししててくくだだささいい。。 

住所                                               

氏名                           電話番号      -     -      

※ 法人（会社、病院、施設等）・個人商店として証明する場合は、所在地・名称及び証明者の役職名と 

氏名を記入してください。 

 

３３．．  ①①とと②②はは、、別別居居ししてていいままししたた。。ままたた、、住住民民票票上上もも別別住住所所ででししたた。。  

（（１１））別別居居ししてていいたた理理由由をを以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。 

                                              

                                              

                                              

（（２２））経経済済的的援援助助のの状状況況ににつついいてて、、以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。  

②（亡くなった方）から①（請求される方）に対する経済的援助（ あり ・ なし ） 

経済的援助の回数  （  年 ・ 月  約              回程度） 

経済的援助の内容                                  

                                           

   

◎◎  上上記記のの経経済済的的援援助助がが「「ななしし」」のの場場合合はは、、以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。  

    ①（請求される方）から②（亡くなった方）に対する経済的援助（ あり ・ なし ） 

経済的援助の回数  （  年 ・ 月  約              回程度） 

経済的援助の内容                                 

                                          

（（３３））音音信信・・訪訪問問のの状状況況ににつついいてて、、以以下下のの㋐㋐～～㋒㋒にに記記載載ししててくくだだささいい。。 

㋐ 音信の手段  （ 訪問・電話・メール・その他：             ） 

㋑ 訪 問 回 数  （ 年 ・ 月 ・ 週 ：約              回程度） 

㋒ 音信・訪問の内容                                  

                                           

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本年金機構理事長 様 

様式３ 遺族年金 配偶者・子用 未支給 一時金 

キ
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遺
族
年
金

   
未
支
給

   
一
時
金

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
配
偶
者
・
子
用

   
  様
式
３

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

生
計
同
一

関
係
に
関

す
る
申

立
書

  

 
 

 
生生

計計
同同

一一
関関

係係
にに

ああ
っっ

たた
ここ

とと
のの

申申
立立

  
 

 
 

申
立
年
月
日
：
令
和
 
３

 
年
 
1
0
 月

 
２

 
日
 
 
※※

  
ここ

のの
申申

立立
書書
のの

記記
入入

日日
をを

記記
載載

しし
てて

くく
だだ

ささ
いい

。。
  

 
 私

と
下
記
②
の
者
は
、
下
記
②
の
者
が
亡
く
な
っ
た
当
時
、
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
ま
し
た

。
 

 
 

 

①
 
請
求
さ
れ
る
方
の
住
所
、
氏
名
 
  

住
所
 
 
 
 つ

く
ば
市
研
究
学
園
○
○
○
○

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
年
金
 
太
郎

   
 
 
 
 
 
 
 ㊞

 
 
 ※※

  
本本

人人
自自
署署

のの
場場

合合
にに

はは
押押

印印
省省

略略
可可

能能
でで

すす
。。
  

 
 

②
 

亡
く
な
っ
た
方
（
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
）
の
住
所
（
亡
く
な
っ
た
当
時
）
、
氏
名
  

 
 

住
所
 
 
 
 
つ
く
ば
市
桜
○
○
○
○

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
氏
名
  
 
 
 
 
年
金
 
花
子
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 （

①
と
の
続
柄
：
 
母

 
  
 
）
  

 
 

 
 

上上
記記
①①

・・
②②
のの

方方
のの

状状
況況

にに
応応
じじ

てて
、、
次次

のの
１１

～～
３３
のの

いい
ずず

れれ
かか

１１
つつ

にに
○○
をを
付付

しし
たた

上上
でで
、、

必必
要要

事事
項項

を を
記記
載載

しし
てて
くく

だだ
ささ

いい
。。

  
  

  
 

 
 １１
．．

  
①①

とと
②②

はは
、、

住住
民民

票票
上上

はは
別別

世世
帯帯

でで
しし
たた

がが
、、

住住
民民

票票
上上

のの
住住
所所

はは
同同

一一
でで

しし
たた

。。
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
※※

①①
とと

②②
はは
同同

居居
しし

てて
いい

たた
がが

別別
世世
帯帯

とと
なな

っっ
てて

いい
たた

場場
合合

にに
はは

記記
入入
  

【【
住住
民民

票票
上上

、、
別別
世世

帯帯
とと

なな
っっ
てて

いい
たた

理理
由由

をを
以以

下下
にに

記記
載載

しし
てて

くく
だだ

ささ
いい
。。
】】

  
 

 
 
 
 
 
 
例
）
二
世
帯
の
た
め
世

帯
主
が
別
に
な
っ
て
い
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例
）
税
金
や
健
康
保
険
の
関
係
で
別
世
帯
に
し
て
い
た
た
め
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
例
）
受
給
者
の
死
亡
に
よ
り
世
帯
主
を
変
更
し
た
た
め
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

２２
．．

  
①①

とと
②②

はは
、、

住住
民民

票票
上上

はは
別別

住住
所所

でで
しし
たた

がが
、、

実実
際際

はは
同同

居居
しし
てて

いい
まま

しし
たた

。。
  
  

※※
①①

とと
②②

のの
住住
民民

票票
上上
のの

住住
所所

がが
異異

なな
っっ

てて
いい

たた
場場
合合

にに
はは

記記
入入

 
【【

住住
民民

票票
上上

、、
別別
世世

帯帯
（（
別別

住住
所所

））
とと
なな

っっ
てて

いい
たた

理理
由由
をを

以以
下下

にに
記記
載載

しし
てて
くく

だだ
ささ

いい
。。
】】

  

 
 
 
 
例
）
高
齢
に
よ
る
介
護
の
た
め
同
居
は
し
て
い
た
が
、
住
民
票
は
異
動
し
て
い
な
か
っ
 

 
 
た
た
め
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

裏
面
へ
続
く
 

 
遺
族
年
金

   
未
支
給

   
一
時
金

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
配
偶
者
・
子
用

   
  様
式
３

   
   

３３
．．

  
①①

とと
②②

はは
、、

別別
居居

しし
てて

いい
まま

すす
。。

まま
たた

、、
住住

民民
票票

上上
もも
別別

住住
所所
でで

しし
たた

。。
  

※※
①①

とと
②②

がが
別別

居居
のの

場場
合合

にに
はは

記記
入入

 
（（

１１
））

 別別
居居

しし
てて
いい
たた

理理
由由

をを
以以
下下

にに
記記

載載
しし

てて
くく
だだ

ささ
いい
。

 
 

例
）
婚
姻
に
よ
り
受
給
者
と
は
別
住
所
に
住
ん
で
い
た
た
め
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
例
）
単
身
赴
任
を
し
て
い
た
た
め
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
例
）
病
院
に
入
院
、
介
護
施
設
に
入
所
し
て
い
た
た
め
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

（（
２２

））
 経経

済済
的的

援援
助助
のの

状状
況況

にに
つつ
いい

てて
、、

以以
下下

にに
記記
載載

しし
てて
くく

だだ
ささ

いい
。。
  

 

②
（
亡
く
な
っ
た
方
）
か
ら
①
（
請
求
さ
れ
る
方
）
に
対
す
る
経
済
的
援
助
  
（
 
あ
り
 
・
 
な
し
 
）
  

 
経
済
的
援
助
の
回
数
 
 
（
  
年
 
・
 
月
 
 
約
 
  
 
 
 
４

  
 
 
回
程
度
）
 

 
経
済
的
援
助
の
内
容
 
 
 
 

 
例
）
定
期
的
に
現
金
を
渡
し
て
い
た
。
 
  

  
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

◎ ◎
  
上上
記記
のの
経経
済済
的的

援援
助助

がが
「「

なな
しし

」」
のの
場場

合合
はは
、、
以以

下下
にに

記記
載載

しし
てて

くく
だだ
ささ

いい
。。

  

①
（
請
求
さ
れ
る
方
）
か
ら
②
（
亡
く
な
っ
た
方
）
に
対
す
る
経
済
的
援
助
  
（
 
あ
り
 
・
 
な
し
 
）
  

 
経
済
的
援
助
の
回
数
 
 
（
  
年
 
・
 
月
 
 
約
 
  
 
 
 
４

  
 
 
 
回
程
度
）
 

 
経
済
的
援
助
の
内
容
 
 
 
 
例
）
入
院
費
、
介
護
用
品
の
費
用
を
負
担
し
て
い
た
。
 
 
 
 
 
 
 

例
）
食
料
品
を
購
入
し
届
け
て
い
た
。
 
 
例
）
病
院
へ
送
迎
し
て
い
た
。

   
   

   
（（

３３
））

音音
信信
・・

訪訪
問問

のの
状状
況況

にに
つつ

いい
てて
、、

以以
下下

のの
㋐㋐
～～

㋒㋒
にに

記記
載載

しし
てて

くく
だだ

ささ
いい

。。
  

 

㋐
 
音
信
の
手
段
 
 （

 
訪
問
・
電
話
・
メ
ー
ル
・
そ
の
他
：
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ）

  

㋑
 
訪
問
回
数
 
 
（
 
年
 
・
 月

 
・
 
週
 ：

約
 
  
 
 
３

  
 
回
程
度
）
  

㋒
 音

信
・
訪
問
の
内
容

   
   

   
例
）
電
話
を
か
け
て
体
調
を
確
認
し
て
い
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例
）
自
宅
へ
様
子
を
見
に
行
き
、
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
い
た
。
 

例
）
病
院
へ
面
会
に
行
き
、
身
体
の
具
合
を
確
認
し
て
い
た
。
 
 
 
   

   
   

   
 

 
 
第第

三三
者者

にに
よよ

るる
証証

明明
欄欄

 
 
※※

  
  
上上

記記
１１
にに

○○
をを

ささ
れれ
たた

場場
合合

（（
住住

民民
票票

上上
はは

別別
世世

帯帯
だだ

がが
、、

住住
民民

票票
上上

のの
住住

所所
はは

同同
一一

でで
  
    

  

ああ
るる
場場

合合
））

まま
たた

はは
生生

計計
同同

一一
関関

係係
証証

明明
書書

類類
をを

提提
出出

しし
てて

いい
るる

場場
合合

はは
記記

入入
不不

要要
でで

すす
。。

  

 
  
上
記
の
事
実
に
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
ま
た
、
私
は
上
記
①
及
び
②
の
者
の
民
法
上
の
三
親
等
内
の
親
族
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
 

  
証
明
年
月
日
：
令
和
 
３
 
年
 
1
0
月
５
日
 
 
※※

  
表表

面面
のの

申申
立立

日日
（（

記記
入入
日日

））
以以

後後
にに

証証
明明

しし
てて

くく
だだ

ささ
いい

。。
  

 
 

 
住
所
 
 
 
 
つ
く
ば
市
谷
田
部
○
○
○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
氏
名
 
 
 
 
筑
波
 
 
 
一
郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号
 
○
○
○

–
○
○
○
○
-
○
○
○
○
-

 

 
 

 
※

 法
人

（
会

社
、

病
院

、
施

設
等

）
・

個
人

商
店

と
し

て
証

明
す

る
場

合
は

、
所

在
地

・
名

称
及

び
証

明
者

の
役

職
名

と
 
 

 
氏

名
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

日日
本本

年年
金金

機機
構構

理理
事事

長長
  

様様
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第第
三三

者者
にに

よよ
るる

証証
明明

欄欄
※※

  
上上

記記
１１

にに
○○

をを
ささ

れれ
たた
場場

合合
（（

住住
民民

票票
上上

はは
別別

世世
帯帯

だだ
がが

、、
住住

民民
票票

上上
のの

住住
所所

はは
同同

一一
でで

ああ
るる

場場
合合
））

まま
たた

はは
生生

計計
同同

一一
関関

係係
証証

明明
書書

類類
をを

提提
出出

しし
てて

いい
るる

場場
合合

はは
記記

入入
不不

要要
でで

すす
。。

上
記
の
事
実
に
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

ま
た
、
私
は
上
記
①
及
び
②
の
者
の
民
法
上
の
三
親
等
内
の
親
族
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

証
明
年
月
日
：
令
和

年
月

日
※ ※

表表
面面

のの
申申

立立
日日
（（

記記
入入

日日
））
以以

後後
にに

証証
明明

しし
てて

くく
だだ
ささ

いい
。。

住
所

氏
名

電
話
番
号

※
法

人
（
会

社
、
病

院
、
施
設

等
）
・
個
人

商
店
と

し
て
証
明

す
る

場
合

は
、

所
在

地
・

名
称

及
び

証
明
者
の

役
職
名

と

氏
名
を
記

入
し
て

く
だ
さ

い
。

３３
．．

①①
とと

②②
はは

、、
別別

居居
しし

てて
いい

まま
しし

たた
。。

まま
たた

、、
住住

民民
票票

上上
もも

別別
住住

所所
でで

しし
たた

。。

（（
１１

））
別別

居居
しし

てて
いい

たた
理理
由由

をを
以以

下下
にに
記記

載載
しし

てて
くく
だだ

ささ
いい

。。

（（
２２
））

経経
済済
的的

援援
助助

のの
状状
況況

にに
つつ

いい
てて
、、

以以
下下

にに
記記
載載

しし
てて

くく
だだ
ささ

いい
。。

②
（
亡
く
な
っ
た
方
）
か
ら
①
（
請
求
さ
れ
る
方
）
に
対
す
る
経
済
的
援
助
（
あ
り
・
な
し
）

経
済
的
援
助
の
回
数

（
年
・
月

約
回
程
度
）

経
済
的
援
助
の
内
容

◎◎
上上

記記
のの
経経
済済
的的
援援
助助
がが
「「

なな
しし
」」

のの
場場
合合
はは
、、
以以

下下
にに

記記
載載
しし
てて

くく
だだ
ささ
いい
。。

①
（
請
求
さ
れ
る
方
）
か
ら
②
（
亡
く
な
っ
た
方
）
に
対
す
る
経
済
的
援
助
（

あ
り
・
な
し

）

経
済
的
援
助
の
回
数

（
年
・
月

約
回
程
度
）

経
済
的
援
助
の
内
容

（（
３３
））

音音
信信
・・

訪訪
問問

のの
状状
況況

にに
つつ

いい
てて
、、

以以
下下

のの
㋐㋐
～～

㋒㋒
にに

記記
載載
しし

てて
くく

だだ
ささ
いい

。。

㋐
音
信
の
手
段

（
訪
問
・
電
話
・
メ
ー
ル
・
そ
の
他
：

）

㋑
訪
問
回
数

（
年
・
月
・
週

：
約

回
程
度
）

㋒
音
信
・
訪
問
の
内
容

日
本

年
金

機
構

理
事

長
様

様
式
３

遺
族
年
金

配
偶
者
・
子
用

未
支
給

一
時
金

キリトリ線

遺族年金    未支給    一時金                    配偶者・子用      様式３                                            

生計同一関係に関する申立書  

   
生生計計同同一一関関係係ににああっったたここととのの申申立立   
  
申立年月日：令和 ３ 年 10 月 ２ 日  ※※  ここのの申申立立書書のの記記入入日日をを記記載載ししててくくだだささいい。。  
  
私と下記②の者は、下記②の者が亡くなった当時、生計を同じくしていました。  

  

① 請求される方の住所、氏名   

住所    つくば市研究学園○○○○              

  
氏名      年金 太郎          ㊞   ※※  本本人人自自署署のの場場合合ににはは押押印印省省略略可可能能でですす。。  

  
② 亡くなった方（被保険者、被保険者であった方）の住所（亡くなった当時）、氏名  

  
住所    つくば市桜○○○○                                                      

      氏名      年金 花子            （①との続柄： 母    ）  
  
  

上上記記①①・・②②のの方方のの状状況況にに応応じじてて、、次次のの１１～～３３ののいいずずれれかか１１つつにに○○をを付付ししたた上上でで、、必必要要事事項項

をを記記載載ししててくくだだささいい。。       

  

１１．．  ①①とと②②はは、、住住民民票票上上はは別別世世帯帯ででししたたがが、、住住民民票票上上のの住住所所はは同同一一ででししたた。。    

                              ※※①①とと②②はは同同居居ししてていいたたがが別別世世帯帯ととななっってていいたた場場合合ににはは記記入入  

【【住住民民票票上上、、別別世世帯帯ととななっってていいたた理理由由をを以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。】】   

      例）二世帯のため世帯主が別になっていた。                            

例）税金や健康保険の関係で別世帯にしていたため。                                  

     例）受給者の死亡により世帯主を変更したため。                                           
２２．．  ①①とと②②はは、、住住民民票票上上はは別別住住所所ででししたたがが、、実実際際はは同同居居ししてていいままししたた。。    

※※①①とと②②のの住住民民票票上上のの住住所所がが異異ななっってていいたた場場合合ににはは記記入入 
【【住住民民票票上上、、別別世世帯帯（（別別住住所所））ととななっってていいたた理理由由をを以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。】】  

    例）高齢による介護のため同居はしていたが、住民票は異動していなかっ 

  たため。                                                                       
                                                                  
                                                   

裏面へ続く 

 遺族年金    未支給    一時金                    配偶者・子用      様式３       

３３．．  ①①とと②②はは、、別別居居ししてていいまますす。。ままたた、、住住民民票票上上もも別別住住所所ででししたた。。  

※※①①とと②②がが別別居居のの場場合合ににはは記記入入 
（（１１）） 別別居居ししてていいたた理理由由をを以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。  

例）婚姻により受給者とは別住所に住んでいたため。          

  例）単身赴任をしていたため。                                        

  例）病院に入院、介護施設に入所していたため。                              

                                             

（（２２）） 経経済済的的援援助助のの状状況況ににつついいてて、、以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。   

②（亡くなった方）から①（請求される方）に対する経済的援助  （ あり ・ なし ）  

 経済的援助の回数  （  年 ・ 月  約      ４    回程度） 

 経済的援助の内容     例）定期的に現金を渡していた。           

                                                                                

◎◎  上上記記のの経経済済的的援援助助がが「「ななしし」」のの場場合合はは、、以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。  

①（請求される方）から②（亡くなった方）に対する経済的援助  （ あり ・ なし ）  

 経済的援助の回数  （  年 ・ 月  約      ４     回程度） 

 経済的援助の内容    例）入院費、介護用品の費用を負担していた。       

例）食料品を購入し届けていた。  例）病院へ送迎していた。         
（（３３））音音信信・・訪訪問問のの状状況況ににつついいてて、、以以下下のの㋐㋐～～㋒㋒にに記記載載ししててくくだだささいい。。   

㋐ 音信の手段  （ 訪問・電話・メール・その他：             ）  

㋑ 訪問回数  （ 年 ・ 月 ・ 週 ：約     ３   回程度）  

㋒ 音信・訪問の内容         例）電話をかけて体調を確認していた。            

例）自宅へ様子を見に行き、身の回りの世話をしていた。 

例）病院へ面会に行き、身体の具合を確認していた。                

  第第三三者者にによよるる証証明明欄欄  ※※    上上記記１１にに○○ををさされれたた場場合合（（住住民民票票上上はは別別世世帯帯だだがが、、住住民民票票上上のの住住所所はは同同一一でで        

ああるる場場合合））ままたたはは生生計計同同一一関関係係証証明明書書類類をを提提出出ししてていいるる場場合合はは記記入入不不要要でですす。。  

  
 上記の事実に相違ないことを証明します。  

   また、私は上記①及び②の者の民法上の三親等内の親族ではありません。  
   
 証明年月日：令和 ３ 年 10 月５日  ※※  表表面面のの申申立立日日（（記記入入日日））以以後後にに証証明明ししててくくだだささいい。。  

  

 住所    つくば市谷田部○○○                        ○                        

  
 氏名    筑波   一郎                      電話番号 ○○○–○○○○-○○○○- 

  
 ※ 法人（会社、病院、施設等）・個人商店として証明する場合は、所在地・名称及び証明者の役職名と  
 氏名を記入してください。 

日日本本年年金金機機構構理理事事長長  様様 
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裏
面
へ
続
く

上上
記記
①①
・・
②②
のの
方方
のの
状状
況況
にに
応応
じじ
てて
、、
次次
のの
１１
、、
２２
のの
いい
ずず
れれ
かか

つつ
にに
○○
をを
付付
しし
たた
上上
でで
、、
必必
要要
事事
項項
をを

記記
載載
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

生
計
同
一
関
係
に
関
す
る
申
立
書

１１
．．
①①
とと
②②
はは
、、
住住
民民
票票
上上
はは
別別
住住
所所
でで
しし
たた
がが
、、
実実
際際
はは
同同
居居
しし
てて
いい
まま
しし
たた
。。

【【
住住
民民
票票
上上
、、
別別
住住
所所
とと
なな
っっ
てて
いい
るる
理理
由由
をを
以以
下下
にに
記記
載載
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。
】】

様
式
４

遺
族
年
金

配
偶
者
・
子
以
外
用

未
支
給

一
時
金

生生
計計
同同
一一
関関
係係
にに
ああ
っっ
たた
ここ
とと
のの
申申
立立

申
立
年
月
日
：
令
和

年
月

日
※※
ここ
のの
申申
立立
書書
のの
記記
入入
日日
をを
記記
載載
しし
てて
くく
だだ
ささ
いい
。。

私
と
下
記
②
の
者
は
、
下
記
②
の
者
が
亡
く
な
っ
た
当
時
、
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
ま
し
た
。

①
請
求
さ
れ
る
方
の
住
所
、
氏
名

住
所

氏
名

②
亡
く
な
っ
た
方
（
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
）
の
住
所
（
亡
く
な
っ
た
当
時
）
、
氏
名

住
所

氏
名

（
①
と
の
続
柄
：

）

キリトリ線

遺族年金    未支給    一時金                  配偶者・子以外用      様式４                                            

生計同一関係に関する申立書  

   
生生計計同同一一関関係係ににああっったたここととのの申申立立   
  
申立年月日：令和 ３ 年 10 月 ２ 日  ※※  ここのの申申立立書書のの記記入入日日をを記記載載ししててくくだだささいい。。  
  
私と下記②の者は、下記②の者が亡くなった当時、生計を同じくしていました。  

  

① 請求される方の住所、氏名   

住所    つくば市研究学園○○○○             

  
氏名      年金 太郎         。。  

  
② 亡くなった方（被保険者、被保険者であった方）の住所（亡くなった当時）、氏名  

  
住所    つくば市桜○○○○                                                                

      氏名      年金 花子            （①との続柄： 妹    ）  
  
  

上上記記①①・・②②のの方方のの状状況況にに応応じじてて、、次次のの１１、、２２ののいいずずれれかか１１つつにに○○をを付付ししたた上上でで、、必必要要事事項項

をを記記載載ししててくくだだささいい。。       

  

１１．．  ①①とと②②はは、、住住民民票票上上はは別別住住所所ででししたたがが、、実実際際はは同同居居ししてていいままししたた。。  

※※①①とと②②はは同同居居ししてていいたたがが住住民民票票上上のの住住所所がが異異ななっってていいたた場場合合ににはは記記入入 
【【住住民民票票上上、、別別住住所所ととななっってていいるる理理由由をを以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。】】  

     例）高齢による介護のため同居はしていたが、住民票は異動していなかっ 

たため。                                                     
    

 

 

 

                                                            
                                                                 
                                                   

裏面へ続く 

 遺族年金    未支給    一時金                 配偶者・子以外用      様式４        
 
２２．．  ①①とと②②はは、、別別居居ししてていいままししたた。。ままたた、、住住民民票票上上もも別別住住所所ででししたた。。    

※※①①とと②②がが別別居居のの場場合合ににはは記記入入 
【【経経済済的的援援助助のの状状況況ににつついいてて、、以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。】】                                           

②（亡くなった方）から①（請求される方）に対する経済的援助  （ あり ・ なし ）  

 経済的援助の回数  （  年 ・ 月  約      ４      回程度） 

経済的援助の金額  （  年 ・ 月  約     20,000    円程度） 

 経済的援助の内容   例）定期的に現金を渡していた。           

                                                                             

◎◎  上上記記のの経経済済的的援援助助がが「「ななしし」」のの場場合合はは、、以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。  

①（請求される方）から②（亡くなった方）に対する経済的援助  （ あり ・ なし ）  

 経済的援助の回数  （  年 ・ 月  約      ４     回程度） 

経済的援助の金額  （  年 ・ 月  約     30,000    円程度） 

 経済的援助の内容 例）入院費、介護用品の費用を負担していた。       

例）食料品を購入し届けていた  例）病院へ送迎していた。         
 

 

  第第三三者者にによよるる証証明明欄欄  ※※    生生計計同同一一関関係係証証明明書書類類をを提提出出ししてていいるる場場合合はは記記入入不不要要でですす。。  

  
 上記の事実に相違ないことを証明します。  

   また、私は上記①及び②の者の民法上の三親等内の親族ではありません。  
   
 証明年月日：令和 ３ 年 10 月５日  ※※  表表面面のの申申立立日日（（記記入入日日））以以後後にに証証明明ししててくくだだささいい。。  

  

 住所    つくば市谷田部○○○○                                       ○    
  
 氏名    筑波   一郎                      電話番号  ○○○–○○○○-○○○○○ 

  
 ※ 法人（会社、病院、施設等）・個人商店として証明する場合は、所在地・名称及び証明者の役職名と  
 氏名を記入してください。 

日日本本年年金金機機構構理理事事長長  様様 
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裏面へ続く 

上上記記①①・・②②のの方方のの状状況況にに応応じじてて、、次次のの１１、、２２ののいいずずれれかか 11つつにに○○をを付付ししたた上上でで、、必必要要事事項項をを

記記載載ししててくくだだささいい。。 

生計同一関係に関する申立書 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

１１．．  ①①とと②②はは、、住住民民票票上上はは別別住住所所ででししたたがが、、実実際際はは同同居居ししてていいままししたた。。  

【【住住民民票票上上、、別別住住所所ととななっってていいるる理理由由をを以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。】】  

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

  

  

  

  

様式４ 遺族年金 配偶者・子以外用 未支給 一時金 

生生計計同同一一関関係係ににああっったたここととのの申申立立 

申立年月日：令和   年   月   日  ※※  ここのの申申立立書書のの記記入入日日をを記記載載ししててくくだだささいい。。 

私と下記②の者は、下記②の者が亡くなった当時、生計を同じくしていました。 

① 請求される方の住所、氏名 

住所                                       

氏名                       

② 亡くなった方（被保険者、被保険者であった方）の住所（亡くなった当時）、氏名 

住所                                       

氏名                     （①との続柄：     ） 
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遺
族
年
金

   
未
支
給

   
一
時
金

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
配
偶
者
・
子
以
外
用

   
  様
式
４

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

生
計
同
一

関
係
に
関

す
る
申

立
書

  

 
 

 
生生

計計
同同

一一
関関

係係
にに

ああ
っっ
たた

ここ
とと

のの
申申

立立
  

 
 

 
申
立
年
月
日
：
令
和
 
３

 
年
 
1
0
 
月
 
２

 
日
 
 
※※

  
ここ

のの
申申

立立
書書

のの
記記

入入
日日

をを
記記

載載
しし

てて
くく

だだ
ささ

いい
。。

  
 

 私
と
下
記
②
の
者
は
、
下
記
②
の
者
が
亡
く
な
っ
た
当
時
、
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
ま
し
た

。
 

 
 

 

①
 
請
求
さ
れ
る
方
の
住
所
、
氏
名
 
  

住
所
 
 
 
 つ

く
ば
市
研
究
学
園
○
○
○
○

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

氏
名
 
 
 
 
  

年
金
 
太
郎

   
 
 
 
 
 
 。。

  
 

 
②
 
亡
く
な
っ
た
方
（
被
保
険
者
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
）
の
住
所
（
亡
く
な
っ
た
当
時
）
、
氏
名
  

 
 

住
所
 
 
 
 
つ
く
ば
市
桜
○
○
○
○
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
氏
名
  
 
 
 
 
年
金
 
花
子
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 （

①
と
の
続
柄
：
 
妹

 
 
  
）
  

 
 

 
 

上上
記記
①①

・・
②②
のの

方方
のの

状状
況況

にに
応応
じじ

てて
、、

次次
のの
１１

、、
２２

のの
いい
ずず

れれ
かか
１１

つつ
にに

○○
をを
付付

しし
たた

上上
でで

、、
必必
要要

事事
項項

を を
記記
載載

しし
てて
くく

だだ
ささ

いい
。。

  
  

  
 

 
 １１
．．

  
①①

とと
②②

はは
、、

住住
民民

票票
上上

はは
別別

住住
所所

でで
しし

たた
がが

、、
実実

際際
はは

同同
居居

しし
てて

いい
まま

しし
たた

。。
  

※※
①①
とと

②②
はは

同同
居居

しし
てて
いい

たた
がが

住住
民民

票票
上上

のの
住住

所所
がが
異異

なな
っっ

てて
いい

たた
場場

合合
にに

はは
記記
入入

 
【【

住住
民民

票票
上上

、、
別別

住住
所所
とと
なな

っっ
てて

いい
るる

理理
由由
をを

以以
下下
にに

記記
載載

しし
てて

くく
だだ

ささ
いい

。。
】】
  

 
 
 
 
 
例
）
高
齢
に
よ
る
介
護
の
た
め
同
居
は
し
て
い
た
が
、
住
民
票
は
異
動
し
て
い
な
か
っ
 

た
た
め
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
   

   
   

   
  

   
 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

裏
面
へ
続
く
 

 
遺
族
年
金

   
未
支
給

   
一
時
金

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
配
偶
者
・
子
以
外
用

   
  様
式
４

   
   

 
 ２２

．．
  
①①

とと
②②

はは
、、

別別
居居

しし
てて

いい
まま

しし
たた

。。
まま

たた
、、

住住
民民

票票
上上

もも
別別

住住
所所

でで
しし

たた
。。

  
  

※※
①①

とと
②②

がが
別別

居居
のの
場場
合合

にに
はは

記記
入入

 
【【

経経
済済

的的
援援
助助

のの
状状

況況
にに
つつ

いい
てて

、、
以以
下下

にに
記記

載載
しし
てて

くく
だだ

ささ
いい
。。
】】

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

②
（
亡
く
な
っ
た
方
）
か
ら
①
（
請
求
さ
れ
る
方
）
に
対
す
る
経
済
的
援
助
  
（
 
あ
り
 
・
 
な
し
 
）
  

 
経
済
的
援
助
の
回
数
 
 
（
  
年
 
・
 
月
 
 
約
 
  
 
 
 
４

  
 
 
 
 
回
程
度
）
 

経
済
的
援
助
の
金
額
 
 
（
  
年
 
・
 
月
  
約
 
 
  
 2
0
,
00
0
   

 
円
程
度
）
 

 
経
済
的
援
助
の
内
容
 

 
 例

）
定
期
的
に
現
金
を
渡
し
て
い
た
。
 

  
  
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

◎ ◎
  
上上
記記

のの
経経

済済
的的
援援

助助
がが

「「
なな

しし
」」

のの
場場

合合
はは
、、

以以
下下

にに
記記

載載
しし
てて

くく
だだ

ささ
いい
。。

  

①
（
請
求
さ
れ
る
方
）
か
ら
②
（
亡
く
な
っ
た
方
）
に
対
す
る
経
済
的
援
助
  
（
 
あ
り
 
・
 
な
し
 
）
  

 
経
済
的
援
助
の
回
数
 
 
（
  
年
 
・
 
月
 
 
約
 
  
 
 
 
４

  
 
 
 
回
程
度
）
 

経
済
的
援
助
の
金
額
 
 
（

  
年
 
・
 
月
  
約
 
 
  
 
3
0
,
00
0
   

 
円
程
度
）
 

 
経
済
的
援
助
の
内
容
 
例
）
入
院
費
、
介
護
用
品
の
費
用
を
負
担
し
て
い
た
。
 
 
 
 
 
 
 

例
）
食
料
品
を
購
入
し
届
け
て
い
た
 
 
例
）
病
院
へ
送
迎
し
て
い
た
。

   
   

   
  

 
 
第第

三三
者者

にに
よよ

るる
証証

明明
欄欄

 
 
※※

  
  
生生

計計
同同
一一

関関
係係

証証
明明

書書
類類

をを
提提

出出
しし
てて

いい
るる

場場
合合

はは
記記

入入
不不

要要
でで

すす
。。

  

 
  
上
記
の
事
実
に
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
ま
た
、
私
は
上
記
①
及
び
②
の
者
の
民
法
上
の
三
親
等
内
の
親
族
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
 

  
証
明
年
月
日
：
令
和
 
３

 
年
 
1
0
月

５
日
 
 
※※

  
表表

面面
のの

申申
立立

日日
（（

記記
入入

日日
））

以以
後後

にに
証証

明明
しし

てて
くく

だだ
ささ

いい
。。
  

 
 

 
住
所
 
 
 
 
つ
く
ば
市
谷
田
部
○
○
○
○
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○

 
 
 

 
 

 
 
氏
名
 
 
 
 
筑
波
 
 
 
一
郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 
 
○
○
○
–
○
○
○
○
-
○
○
○
○

○
 

 
 

 
※

 法
人

（
会

社
、

病
院

、
施

設
等

）
・

個
人

商
店

と
し

て
証

明
す

る
場

合
は

、
所

在
地

・
名

称
及

び
証

明
者

の
役

職
名

と
 
 

 
氏

名
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

日日
本本

年年
金金

機機
構構

理理
事事

長長
  

様様
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  第第三三者者にによよるる証証明明欄欄    ※※  生生計計同同一一関関係係証証明明書書類類をを提提出出ししてていいるる場場合合はは記記入入不不要要でですす。。 

 上記の事実に相違ないことを証明します。 

 また、私は上記①及び②の者の民法上の三親等内の親族ではありません。 

 証明年月日：令和   年   月   日  ※※  表表面面のの申申立立日日（（記記入入日日））以以後後にに証証明明ししててくくだだささいい。。 

住所                                               

氏名                           電話番号      -     -      

※ 法人（会社、病院、施設等）・個人商店として証明する場合は、所在地・名称及び証明者の役職名と 

氏名を記入してください。 

  

２２．．  ①①とと②②はは、、別別居居ししてていいままししたた。。ままたた、、住住民民票票上上もも別別住住所所ででししたた。。  

【【経経済済的的援援助助のの状状況況ににつついいてて、、以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。】】  

②（亡くなった方）から①（請求される方）に対する経済的援助（ あり ・ なし ） 

経済的援助の回数  （  年 ・ 月  約              回程度） 

経済的援助の金額  （  年 ・ 月  約              円程度） 

経済的援助の内容                                   

                                            

                                            

                                            

 

◎◎  上上記記のの経経済済的的援援助助がが「「ななしし」」のの場場合合はは、、以以下下にに記記載載ししててくくだだささいい。。 

①（請求される方）から②（亡くなった方）に対する経済的援助（ あり ・ なし ） 

経済的援助の回数  （  年 ・ 月  約              回程度） 

経済的援助の金額  （  年 ・ 月  約              円程度） 

経済的援助の内容                                   

                                            

                                            

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日本年金機構理事長 様 

遺族年金 未支給 一時金 様式４ 配偶者・子以外用 
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委任内容を次の項目から、すべて選んで○を付けてください。

年金の加入期間や見込額などの交付方法について、次のいずれかに○を付けてください。

日本年金機構　宛て

私（委任者）は、上記の者を受任者と定め、以下の内容を委任します。

―⑦基礎年金番号
※ 基礎年金番号が不明である場合または
マイナンバーでのご相談の場合は、
裏面の注意事項をご確認ください。

⑧フリガナ
⑩生年月日

⑪性別 男　  ・　  女（　旧姓：　 　）

   年　    月　　 　日

⑫住所

〒　    ―

⑬電話番号

⑭委任内容

年金の請求

各種再交付手続き（裏面の「来所時などの注意事項」をご確認ください）

国民年金の加入手続き

国民年金保険料の納付、免除、学生納付特例制度など

死亡に関する手続き（以下に亡くなられた方についてご記入ください）

その他（委任する内容を具体的にご記入ください）

⑤住所

⑥電話番号

亡くなられた方の
基礎年金番号

亡くなられた方の
氏名

ご本人から見た
亡くなられた方の続柄

亡くなられた方の
生年月日

⑮交付方法

①委任日 令和  年  月  日

※ 裏面の注意事項をお読みいただき、記入漏れのないようにお願いします。

※ 委任状の記入内容に不備がある場合や、本人確認ができない場合は、ご相談に応じられないことがあります。

―

来所する方（受任者）に交付を希望する

ご本人（委任者）宛てに郵送を希望する

※ 日中つながりやすい連絡先をご記入ください。

※ 上記の住所が住民票住所と異なる場合は、こちらに住民票の住所をご記入ください。

来
所
す
る
方
（
受
任
者
）

ご
本
人
（委
任
者
）

　
委
任
内
容
お
よ
び
交
付
方
法
（
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
）

配偶者(夫・妻)・子・親

その他 (　 　)

明治・大正・昭和・平成・令和

④ご本人から見た
来所する方との関係

※ 委任状記入日

年金の加入期間１

２

３

４

５

６

７

８

A

B

配偶者(夫・妻)・子・親

   　年　   　  月　    　 日

明治・大正・昭和・平成・令和

・ご本人（委任者）がすべての項目（①～⑮）をご記入ください。
・ボールペンでご記入ください。（文字が消えるボールペンは

〒　    ―

その他 (　　 　)

委 任 状

⑨氏名

②フリガナ

③氏名

年金の見込額

　―　 　―

　―　 　― ※ 日中つながりやすい連絡先をご記入ください。

使用できません。）

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線
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○ 委任状は、ご本人（委任者）が誰に何を委任するかを決め、ご本人（委任者）がすべての項目（①～⑮）
をご記入ください。

○ 委任状の記入内容に不備がある場合は、ご相談に応じられない場合があります。 各項目について
記入漏れのないようお願いします。

○ 法人を来所する方（受任者）と定めることはできません。

○ 亡くなられた方の個人情報の回答は、ご本人（委任者）が遺族年金などの受給権者または相続人の
場合に限られます。

○ 「⑮交付方法」欄は、年金の加入期間や見込額などの交付について、希望する交付方法を「A」または

○ ご本人（委任者）による委任状の作成が困難な場合は、年金事務所などへご相談ください。

　作成上の注意事項

　基礎年金番号が不明である場合またはマイナンバーでのご相談時の注意事項

　来所時などの注意事項

○ なりすまし防止のため、来所する方（受任者）の本人確認を行います。
来所する方（受任者）は、運転免許証やマイナンバーカードなどご自身の本人確認ができるもの
（文書による相談の場合は写し）をご用意ください。

○ 基礎年金番号通知書の再交付は、窓口での交付ができません。ご本人（委任者）の登録の住所
宛てに送付されます。

○ 年金事務所、街角の年金相談センターでは、予約制により年金相談・手続きを承っております。
あらかじめ予約のうえ、ご来所ください。

次の１～３の方法でご相談を承っております。
内容をご確認いただき、ご不明な点は年金事務所などにお問い合わせください。

１　「ねんきん定期便」や日本年金機構が発行した各種通知書のご持参によるご相談

・ ご本人（委任者）宛てにお送りしている「ねんきん定期便」や日本年金機構が発行した各種通知書を

・ 「⑦基礎年金番号」欄は空欄のままで構いません。

２　マイナンバーでのご相談

・ ご本人（委任者）のマイナンバーを確認できる書類またはその写しを添付してください。
・ 「⑦基礎年金番号」欄は空欄のままで構いません。
・ マイナンバーで照会できない場合（住民票の住所と居所が異なるなど）は、直接ご本人（委任者）へ

３　「ねんきん定期便」や日本年金機構が発行した各種通知書がお手元にない場合およびマイナンバー
　　でのご相談をされない場合

・ ご本人（委任者）の運転免許証など、本人確認ができるものの写しを添付してください。
・ 来所する方（受任者）へご本人（委任者）の住所変更履歴などをお聞きすることがあります。

「B」の項目から選んで○を付けてください。

お持ちください。

確認することがあります。

記
入

例
委

任
状

ご
相

談
の

際
、
運

転
免

許
証

や
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

な
ど

来
所

す
る

方
の

本
人

確
認

が
で

き
る

も
の

を
ご

用
意

く
だ

さ
い

 

　
来

所
す

る
方

（
受

任
者

）
に

つ
い

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い

　
ご

本
人

（
委

任
者

）
に

つ
い

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い

「
⑭

委
任

内
容

」
欄

で
は

、
委

任
す

る
項

目
す

べ
て

に
○

を
付

け
て

く
だ

さ
い

 

「
⑮

交
付

方
法

」
欄

で
は

、
該

当
す

る
項

目
の

い
ず

れ
か

に
○

を
付

け
て

く
だ

さ
い

 

・
委

任
日

が
記

入
さ

れ
て

い
な

い
と

、
ご

相
談

に
応

じ
ら

れ
ま

せ
ん

。

・
「
⑥
電
話
番
号
」
欄
は
、
携
帯
電
話
な
ど
平
日
の
日
中
に
連
絡
を
取
り
や
す
い
番
号
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
法
人
を
来
所
す
る
方
（
受
任
者
）
と
定
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
〇
が
付
い
て
い
な
い
と
、
年
金
の
加
入
期
間
や
見
込
額
な
ど
の
交
付
を
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ネ
ン
キ
ン

ハ
ナ
コ

年
金
　
花
子

１
６
８
　
０
０
７
１

杉
並
区
高
井
戸
西

〇
〇
マ
ン
シ
ョ
ン

号
室

　

ネ
ン
キ
ン

タ
ロ
ウ

年
金
　
太
郎

杉
並
区
高
井
戸
西

〇
〇
マ
ン
シ
ョ
ン

号
室

　

１
６
８
　
０
０
７
１

・
基
礎
年
金
番
号
は
年
金
証
書
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
、
年
金
手
帳
な
ど
に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

・
基

礎
年

金
番

号
が

不
明
で
あ
る
場
合
ま
た
は

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

で
の

ご
相

談
の
場
合
は
、

委
任

状
の

裏
面

中
段

の
注

意
事

項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
「
⑬
電
話
番
号
」
欄
は
、
携
帯
電
話
な
ど
平
日
の
日
中
に
連
絡
を
取
り
や
す
い
番
号
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ご

本
人

に
委

任
の

意
思

を
確

認
す

る
た

め
に

連
絡

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

「
①

委
任

日
」
欄

は
委

任
状

を
記

入
し

た
日

を
書

い
て

く
だ

さ
い

・
○
が
付
い
て
い
な
い
と
、
ご
相
談
に
応
じ
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
「
７
」
の
場
合
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
情
報
（
基
礎
年
金
番
号
、
ご
本
人
と
の
続
柄
、

氏
名
お
よ
び
生
年
月
日
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
８
」
の
場
合
は
、
委
任
す
る
内
容
を
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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記入例  委任状 

ご相談の際、運転免許証やマイナンバーカードなど

来所する方の本人確認ができるものをご用意ください 

　来所する方（受任者）について記入してください

　ご本人（委任者）について記入してください

「⑭委任内容」欄では、委任する項目すべてに○を付けてください 

「⑮交付方法」欄では、該当する項目のいずれかに○を付けてください 

・ 委任日が記入されていないと、ご相談に応じられません。

・ 「⑥電話番号」欄は、携帯電話など平日の日中に連絡を取りやすい番号を

記入してください。

・ 法人を来所する方（受任者）と定めることはできません。

・ 〇が付いていないと、年金の加入期間や見込額などの交付を受けられ

ない場合があります。

XX    XX   XX

ネンキン ハナコ

年金　 花子
１６８　００７１
杉並区高井戸西X-X-X 〇〇マンションXXX号室 

XXX 　XXXX  XXXX

XX    XX    XX

X X X X X X X X X X 
ネンキン タロウ

年金　 太郎

杉並区高井戸西X-X-X 〇〇マンションXXX号室 

XXX 　XXXX  XXXX

１６８　００７１

A

B

C

D

E E

D

  C

・ 基礎年金番号は年金証書、基礎年金番号通知書、年金手帳などに記載され

ています。

・ 基礎年金番号が不明である場合またはマイナンバーでのご相談の場合は、

委任状の裏面中段の注意事項をご確認ください。

・ 「⑬電話番号」欄は、携帯電話など平日の日中に連絡を取りやすい番号を

記入してください。ご本人に委任の意思を確認するために連絡する場合

があります。

  B

「①委任日」欄は委任状を記入した日を書いてください  A

・ ○が付いていないと、ご相談に応じられない場合があります。

・ 「７」の場合は、亡くなられた方の情報（基礎年金番号、ご本人との続柄、

氏名および生年月日）を記入してください。

・ 「８」の場合は、委任する内容を具体的に記入してください。
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（委任者が自筆願います）

㊞㊞

」」にに関関すするる権権限限をを下下記記のの代代理理人人にに委委任任ししまますす。。

年　　月　　日

委　　任　　状

【委委任任者者（代理人に手続きを頼む人）】

年 　月 　日　

（一般用）

私私（（委委任任者者））はは、、「「

・電話番号

・委任事項

・生年月日

・本人署名

・住　　所

※要件を満たしていない場合は、委任状として認められない場合があります。

※委任者本人が記入してください。

【代代理理人人（委任者の代わりに手続きする人）】

・住　　所

・生年月日

・氏　　名

※依頼内容を電話確認させていただく場合があります。

年 　月 　日　

※委任事項は具体的に記入してください。（例）私の世帯住民票２通の取得

キ
リ
ト
リ
線
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MEMO  

（委任者が自筆願います）

㊞㊞

」」にに関関すするる権権限限をを下下記記のの代代理理人人にに委委任任ししまますす。。

年　　月　　日

委　　任　　状

【委委任任者者（代理人に手続きを頼む人）】

年 　月 　日　

（一般用）

私私（（委委任任者者））はは、、「「

・電話番号

・委任事項

・生年月日

・本人署名

・住　　所

※要件を満たしていない場合は、委任状として認められない場合があります。

※委任者本人が記入してください。

【代代理理人人（委任者の代わりに手続きする人）】

・住　　所

・生年月日

・氏　　名

※依頼内容を電話確認させていただく場合があります。

年 　月 　日　

※委任事項は具体的に記入してください。（例）私の世帯住民票２通の取得

キ
リ
ト
リ
線
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死亡届を提出したい

死亡届は、法律の定めにより、死亡の事実を知った日から 7 日以内に提出していた
だく必要があります。

ご依頼されている葬儀会社等から提出いただく場合、死亡届を提出したかどうかわ
からないときは死亡届を預けた代理人の方（葬儀会社等）にお問い合わせください。

火葬許可証を持っている、または火葬が済んでいる場合は死亡届が提出されていま
す。
�

死亡届を提出したが、別途住民票を削除する手続きも必要か

死亡届の提出により、住民票は自動的に除票になるため手続きは不要です。なお、
世帯主が亡くなったあと同じ世帯に 15 歳以上の方が２名以上残る場合は、死亡日か
ら 14 日以内に世帯主変更届が必要です（9 ページ）。
�

「亡くなってから 14日以内に行う手続きについて知りたい

つくば市でおよそ 14 日以内に行っていただく必要があるお手続きは

・世帯主変更の手続き

・�下水道事業受益者負担金を納付していた場合の手続き（20 ページ）があります。

また、亡くなった月と同月内に手続きを行う必要があるものに児童扶養手当の手続
き（22 ページ）もあります。
�

死亡の記載のある住民票を取得したい

亡くなった方の住所がつくば市で、死亡届をつくば市に提出した場合、死亡が記載
された住民票を即日発行できます（休日に死亡届を提出した場合は翌開庁日から発
行できます）。

また、死亡届をつくば市以外の自治体に提出した場合は 3 週間程度で発行できるよ
うになります。

死亡が記載された住民票を取得できる方は、同一世帯の方、相続人の方、利害関係
人（自己の権利行使や義務履行のため必要な方・官公庁へ提出が必要な方）の方に
なります。利害関係人であることを示す資料の提示が必要になる場合があります。
それ以外の方が請求される場合は委任状が必要となります。

Q1Q1

A1A1

Q2Q2

A2A2

Q3Q3

A3A3

Q4Q4

A4A4

よくあるご質問［Q&A］
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死亡の記載のある戸籍を取得したい

亡くなった方の本籍がつくば市で、死亡届をつくば市に提出した場合、3 週間程度で
取得が可能になります。

また、死亡届をつくば市以外の自治体に提出した場合は 3 週間から 4 週間程度で取
得できるようになります。

戸籍謄本等を請求できるのは、配偶者及び父母や子、孫などの直系血族、同一戸籍
にいる方、利害関係人の方です。利害関係人であることを示す資料の提示が必要に
なる場合があります。
�

亡くなった方の市民税はどうなるのか

１月１日現在、つくば市に住所があり、前年の所得が一定以上の方には住民税が課
税されます。そのため、１月２日以降に亡くなった場合でも住民税の納付が必要です。
納付の義務は財産を相続された方（相続人）が負います。

住民税の納付や還付に関する書類は、相続人の代表者にお送りします。市民税課か
ら法定相続人へ「相続人代表者指定届」とお知らせを郵送しますので、どなたが代
表者になるかを記入の上、ご提出ください。

詳しくは 17 ページ「相続人代表者指定届の提出」をご覧ください。
�

葬祭費の申請をしたいが来庁が難しい

＜亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合＞

郵送での申請が可能です。申請書をお送りいたしますので国民健康保険課までご連
絡ください。

また、スマホ、PC などから電子申請で申請することもできます。

下記の URL または二次元コードから申請いただけます。
https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=83138�
�
�

�

＜亡くなった方が後期高齢者医療制度に加入していた場合＞

郵送での申請も可能です。申請書をお送りいたしますので医療年金課までご連絡ください。

Q5Q5

A5A5

Q6Q6

A6A6

Q7Q7

A7A7

よくあるご質問［ ］
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